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１ 総則 

本書の位置付け 

本要求水準書は、市が「三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業」（以下

「本事業」という。）の実施にあたって、「民間資金等の活用による公共施設

等の整備等の促進に関する法律」（平成 11年法律第 117号。以下「ＰＦＩ法」

という。）に基づき本事業を実施する者として選定された者（以下「運営権

者」という。）に要求する業務の水準を示すものである。 

個々の設備等に関する要求は、運営権者の自由な提案・創意工夫を十分に活

かすため、仕様的表現を極力避けており、運営権者は本施設の目的及び各要求

の意図を十分汲み取り、優れた技術提案を作成されたい。 

 

用語の定義 

本要求水準書において使用する用語の定義は、表 １-1のとおりとする。 

 

表 １-1 用語の定義 

用語  定義 

経営 

事業計画の作成、実施体制の確保、財務管理、再委託、利用料

金の収受、市民からの苦情等の受付、セルフモニタリング等事

業全体を管理・遂行すること。 

増築 既存管路施設の延伸を行うこと。 

改築 更新、長寿命化及び附設の総称。 

 更新工事 

所定の耐用年数と機能を新たに確保するため、既存の設備並び

に幹線管きょ、枝線管きょ、マンホールポンプ、マンホール、

マンホール蓋、公共汚水ます及び取付管の設備について、各々

の全部を取り換えること。 

 
長寿命化対

策 

所定の耐用年数を新たに確保するため、既存の設備及び管きょ

の一部を取り換えること。 

 附設 附帯提案事業の実施に必要な設備を導入すること。 

維持管理 修繕及び維持の総称。 

 修繕 
老朽化又は故障した設備について、損傷した設備の一部を取り

換え、所定の耐用年数を確保すること。 

 維持 
施設の運転管理、保守、点検、調査、清掃等当該施設の機能を

保持するための事実行為で工事を伴わないもの。 



   

 

2 

 

承諾 
契約図書で明示した事項について、市又は運営権者が書面によ

り同意すること。 

協議 
書面により、契約図書の協議事項について、市と運営権者が対

等の立場で合議し、結論を得ること。 

提出 
市が運営権者に対し、又は運営権者が市に対し書面又はその他

資料を説明し、差し出すこと。 

確認 
契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料によ

り、その内容について契約図書との適合を確かめること。 

委託等 
業務の一部又は全部について、第三者に委託又は請負わせるこ

と。 

 

事業概要 

事業名称 

三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業 

 

対象区域 

三浦市公共下水道事業計画区域（東部処理区）の総体 

 

対象施設 

本事業の対象となる施設は、以下のとおりである。 

 

a  処理場（東部浄化センター） 

b  ポンプ場（金田中継センター） 

c  管路施設（幹線管きょ、枝線管きょ、マンホールポンプ、マンホ

ール、マンホール蓋、公共汚水ます、取付管） 

 

上記 a～cの施設（以下「対象施設」という。）の所在地をに示す 

 

表 １-2 対象施設の所在地 

対象施設 所在地 

東部浄化センター 三浦市南下浦町金田２７３６番地５ 

金田中継センター 三浦市南下浦町２０６番地８ 

管路施設 東部処理区全域 

なお，別紙 1に当該施設の所在地を示す。 
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対象施設の概要 

a  処理場（東部浄化センター） 

供用開始：平成１０年８月 

処理方式：水処理…標準活性汚泥法、汚泥処理…濃縮―脱水 

処理能力：全体計画…14,700 ㎥／日 

現況…8,050㎥／日（令和元年度末） 

水処理系列数：全体計画…３系列（６池） 

現況…１.５系列（３池）（令和元年度末） 

 

b  ポンプ場（金田中継センター） 

供用開始：平成１０年８月 

種類別  ：汚水中継ポンプ場 

揚水能力：全体計画…18.0 ㎥／分 

事業計画：12.0㎥／分 

 

c  管路施設（幹線管きょ、枝線管きょ、マンホールポンプ、公共汚

水ます、取付管） 

全体延長          ：58,165ｍ 

うち幹線管きょ延長：8,496ｍ 

※施設概要を別紙１に示す。 

 

事業方式 

本事業は、ＰＦＩ法に基づき選定された本事業を実施する民間事業者（２

以上の法人から構成される民間事業者を選定した場合は、当該構成員全員の

総称とする。以下「優先交渉権者」という。）により設立された特別目的会

社（以下「ＳＰＣ」という。）がＰＦＩ法第16条の規定に基づき、公共施設

等運営権の設定を受けて、公共施設等の管理者が所有権を有する公共施設等

について運営等を行い、利用料金を自らの収入として収受する、公共施設等

運営事業により実施する。 

 

事業の範囲 

本事業の範囲は以下の（ア）から（ウ）に掲げるものとする。各業務の内

容及び要求水準の詳細は、今後公表する要求水準書（案）において示す。 

なお、運営権者は、本事業期間中、本事業に関する業務のうち、実施契約

に委託禁止業務として定められた業務を除いたものについては、第三者に委

託し又は請け負わせること（以下「再委託」という。）ができる。再委託を
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行う上で運営権者が遵守すべき条件・手続は、今後公表する要求水準書

（案）、実施契約書（案）に示す。 

 

（ア) 主たる事業 

主たる事業とは、本事業において、運営権者が必ず実施すること

とする事業のことをいう。主たる事業の業務は以下のとおりであ

る。 

a  経営に関する業務 

・事業計画書の作成 

・実施体制の確保 

・財務管理 

・内部統制 

・情報公開 

・委託等 

・利用料金の収受 

・セルフモニタリング 

・危機管理及び技術管理 

・環境対策及び地域貢献 

・個人情報保護に関する事項 

・その他必要な事項 

b  各種計画支援に関する業務 

・ストックマネジメント計画の更新及び見直し 

・下水道事業計画変更 

c  対象施設の改築・維持管理・増築に関する企画、調整、実施に関する

業務 

（a）  処理場・ポンプ場及び管路施設の改築 

・更新工事 

・長寿命化対策 

・附設 

 

（b）  処理場・ポンプ場及び管路施設の維持管理 

・修繕 

・維持 

 

（c）  管路施設の増築 

・延伸 
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（イ) 附帯提案事業 

附帯提案事業とは、運営権者が必ず実施するものではなく、市が優先

交渉権者を選定するに当たって、応募者（２．（３）１．（３） ウ  

に規定する応募者をいう。以下同じ。）から、提案のあった附帯提案事

業のことを指す。既存の汚水・汚泥処理工程に捉われない新たな処理工

程を導入し、主たる事業と一体的に行うことにより費用縮減、収益発

生、環境負荷低減等の効用が発揮される事業のことをいう。 

なお、提案は必須ではなく既存の処理工程を継続しても構わない。 

市は、優先交渉権者として選定された応募者からの提案内容を踏まえ

て、要求水準書に運営権者の実施義務を定めることとする。 

 

（ウ) 任意事業 

任意事業とは、本事業用地及び施設において、事業に係る全ての費用

を運営権者自らの負担で行う独立採算の事業のことをいう。 

市が優先交渉権者を選定するに当たって、応募者は任意事業を提案す

ることができ、事業期間中においても、運営権者は任意事業を提案する

ことができる。ただし、任意事業の提案は必須ではなく、事業期間中に

提案し、新たに実施する場合においては事前に市の承諾を必要とする。 

運営権者は、関係法令を遵守し、対象施設の機能を阻害せず、公序良

俗に反しない範囲において任意事業を行うことができる。事業内容は提

案によるが、本事業用地及び施設を活用する場合は、有償貸付による事

業であることに留意し、本事業の安定経営に影響を与えないようリスク

回避措置を十分に講ずるとともに、発生する費用や必要な諸手続き、本

事業に影響を与えた場合の損害等はすべて運営権者の責によるものとす

る。 

なお、任意事業の実施に当たり、本事業用地及び施設を活用する場合

で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第

179号。以下「補助金適化法」という。）第22条に基づく財産の処分が必

要な場合は、市が必要な手続きを行い、補助金の返還が必要な場合に

は、運営権者が相当額を負担するものとする。 
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表 １-3 本事業に係る権限の帰属と費用負担 

 

なお、別紙 1の施設概要も参考にすること。 

 

対象工種 

主たる事業を行うに当たり想定される工種は表 １-4のとおりである。 

 

表 １-4 対象施設の工種区分 

対象施設 業務範囲 

土 木 建 築 建築

付帯

設備 

機械

設備 

電気

設備 躯体 防食 躯体 
仕上

防食 

処理場・

ポンプ場 

維持管理

業務 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

改築業務 × 〇 × 〇 〇 〇 〇 

○：運営権者が行う対象業務 

 

対象施設 業務範囲 

土 木 建 築 建築

付帯

設備 

機械

設備 

電気

設備 躯体 防食 躯体 
仕上

防食 

管路施設 維持管理

業務 
〇 〇 × × × 〇 〇 

改築業務 〇 〇 × × × 〇 〇 

延伸業務 〇 〇 × × × 〇 〇 

  ○：運営権者が行う対象業務 

区分 運営権 
施設 

所有権 

経営に関する

業務費負担 

各種計画支援に関す

る業務負担、対象施

設の改築・増築に関

する業務費負担 

維持管理に

関する業務

費負担 

主たる事業 設定対象 市 運営権者 市 運営権者 

附帯提案事業 設定対象 市 運営権者 市 運営権者 

任意事業 設定対象外 運営権者 



   

 

7 

 

２ 経営に関する要求 

事業計画書の作成 

運営権者は、表 ２-1に示す計画書を作成し、市の承諾を受けること。な

お、各計画書の詳細内容については、市と協議の上、決定する。 

 

表 ２-1 計画書一覧 

計画書の名称 内容 

全体事業計画書 20年間の経営，改築，維持管理に対する計画。 

短期事業計画書 ５年間の経営，改築，維持管理に対する計画。 

単年度事業計画書 当該年度内における経営，改築，維持管理に対する計画。 

 

全体事業計画書に関する事項 

提案書を踏まえ、運営体制、収支計画、改築及び維持管理の実施方針等を含

む 20年間の事業期間全体を俯瞰した、経営、改築、維持管理に関する計画を作

成すること。 

短期事業計画書に関する事項 

全体事業計画を踏まえ、マイルストーンとして５年毎に経営、改築、維持管

理に関し、以下の内容を含む計画を作成すること。 

経営 今後５年間の運営体制及び収支計画について記載 

改築 「６ 処理場・ポンプ場及び管路施設の改築に伴う企画・調

整・実施に対する要求」の改築計画及び工事計画書の概要の取

りまとめ 

維持管理 「第８章 処理場・ポンプ場の維持管理に関する要求水準」及

び「第９章 管路施設の維持管理に関する要求水準」の運転管

理計画書及び保全計画書の概要取りまとめ 

単年度事業計画書に関する事項 

全体事業計画、短期事業計画を実現するに当たり、より具体的に当該年度毎

に経営，改築，維持管理に関し、以下の内容を含む計画を作成すること。 

経営 当該事業年度の「取締役等会社役員の構成」、「組織体制」、

「必要とする技術者要件と配置予定」、「委託等の計画」、

「収支計画」及び「環境対策及び地域貢献に関する計画」を記

載すること。なお、その他の事項として、運営権者自らが事業

実施に当たっての重要と考える事項について記載すること。 
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改築 「６ 処理場・ポンプ場及び管路施設の改築に伴う企画・調

整・実施に対する要求」の工事計画書のうち、当該年度発注工

事に関して取りまとめること。 

維持管理 「第８章 処理場・ポンプ場の維持管理に関する要求水準」及

び「第９章 管路施設の維持管理に関する要求水準」の年間維

持管理計画書の概要を取りまとめること。 

※なお、管路の増築については、公道及び私道内の延伸を想定しているが、要望を受

け実施することとなる。これら事業についても、上記各計画へ反映させること。 

 

実施体制に関する要求 

事業期間を通じてア～ウに掲げる事項を満たす、適正かつ確実に事業を遂行

できる体制を設けること。具体的には、（ア）～（エ）に掲げる業務を行うに

当たり必要となる体制を設けること。 

 

本事業の業務内容を細分化し、各業務に対する責任の所在を明確にするこ

と。 

各業務の責任については、当該業務に付随するリスクを最もコントロールし

うる者が負うものとし、責任分界点を明確にし、適切なリスク分担となるよ

うにすること。 

各業務の遂行に適した能力・経験を有する者が当該業務を実施すること。 

業務全体の効率的・効果的な遂行を管理するための体制・方法の明確化と、

確実かつ機能的な実施体制を確保すること。 

 

（ア) 経営に関する業務 

a  経営方針、事業計画策定 

b  収支状況の管理 

c  調達管理 

d  関係行政機関との調整・協議 

e  危機管理、環境対策 

f  地域住民、見学者の対応 

（イ) 各種計画支援に関する業務 

a  ストックマネジメント計画の更新及び見直し 

b  下水道事業計画変更等 

（ウ) 処理場・ポンプ場及び管路施設の改築に関する業務 
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a  改築方針、設計方針、市施策との調整 

b  コスト管理 

c  工事間の工程管理、調整 

d  指導助言、指示協議 

e  調査、設計における成果内容確認 

f  工事における段階確認の実施、検査資料確認、市検査等の対応 

g  エネルギー管理、環境保全への対応 

（エ) 処理場・ポンプ場及び管路施設の維持管理に関する業務 

a  維持管理方針、管理基準の検討 

b  処理状況の把握、運転管理、緊急時・異常時の対応 

c  施設状況の把握、対応 

d  エネルギー管理、環境保全への対応 

（オ) 管路施設の増築に関する業務 

a  増築方針、設計方針、市施策との調整 

b  コスト管理 

c  工事間の工程管理、調整 

d  指導助言、指示協議 

e  調査、設計における成果内容確認 

f  工事における段階確認の実施、検査資料確認、市検査等の対応 

g  エネルギー管理、環境保全への対応 

なお、改築・増築には、設計・工事を含む。 

委託に関する要求 

運営権者は実施契約書に委託禁止業務として定められた業務を除いたものに

ついては、本事業にかかる業務について、事前に市に通知した上で、第三者に

委託又は請負わせることができる。委託等を行う場合には、以下に掲げる事項

を満たすこと。 

 

運営権者は、契約の相手方となる者が地方自治法施行令（昭和 22年政令第

16号）第 167条の４の規定に該当しない者であることを確認すること 

工事、建設工事関連業務、物品の購入、修繕又は業務委託（民法上の請負に

相当）、賃貸借又は役務の提供に係る委託（民法上の準委任に相当）等を行

うに当たり、納品の即時性・安定性及び地域実情を踏まえた事業実施に伴う

リスク回避を目的とし、地元企業の有効活用を図ること。地元企業の活用に
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当たっては、当該事業に安定的で健全性が担保された調達先を選定すること

とし、「三浦市物品調達・業務委託に係る一般競争入札実施要領」に規定す

る「競争入札参加資格者名簿」に当該事業年度に登録されているとともに、

三浦市内に本店を有するものを優先的に活用するように、各事業年度におけ

る活用計画を設定すること。 

契約時において三浦市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領（平成７

年４月１日施行）に基づく入札参加停止中でないこと。また、三浦市暴力団

排除条例に基づく入札排除期間中でないことを確認すること。 

運営権者は契約の相手方となる者が以下に定める届出の義務のいずれかを履

行していない者でないことを確認すること(当該届出の義務がない者を除

く)。 

 

（ア) 健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 48条の規定による届出の義務 

（イ) 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第 27条の規定による届出の

義務 

（ウ) 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第７条の規定による届出の義務 

計画的に発注を行うとともに、適切な工期を設定するよう努力すること。 

業務の実施にあたっては関係法令を遵守して、受託者等と十分な調整を図る

とともに、受託者等は運営権者が自らの責任において適切に管理すること。 

委託等を行う場合には、改築に関しては着手届により、維持管理に関しては

当該月の月間業務報告書により市に報告すること。 

 

 

財務に関する要求 

運営権者は、事業期間を通して次に掲げる事項を満たし、健全な財務状況を

維持すること。 
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事業の当初段階及び事業期間中において、事業の安定性や継続性を保つため

の資金調達方針が明確で適切に機能する体制を整えており、必要な一切の資

金が確保されていること。 

収支の見通しが適切で、明確かつ確実なものとなっていること。 

 

内部統制に関する要求 

運営権者は、内部統制の体制と方法、倫理行動基準、個人情報保護、情報セ

キュリティの確保、内部通報及び外部通報、不正防止など内部統制に関する基

本方針を明確にし、確実に機能させること。  

 

情報公開に関する要求 

下水道事業は、市民生活に直結する重要な社会インフラであることを踏ま

え、市民に対し、適時、適正な情報を公平かつ継続的に開示し、経営の透明性

の確保に努めること。 

開示する情報は、経営方針、経営計画、財務内容、事業内容などの経営情報

で、積極的な開示に努めること。 

情報開示の方法は、インターネットや印刷物等を用い、より広く、継続的

で、分かり易い開示に努めること。 

 

モニタリングに関する要求 

モニタリング体制 

要求水準の確保を図るため、本事業のモニタリングは、①運営権者による

セルフモニタリング、②市によるモニタリング、並びに③市及び運営権者と

は別の専門的知見を持つ第三者機関（以下「第三者機関」という）による第

三者モニタリングで構成する。また、市のモニタリング結果について、運営

権者と市との間に紛争が生じた場合、三浦市公共下水道●●協議会（以下

「●●協議会」という。）において、当該紛争の解決方法の調整を行う。 

なお、詳細は、別途市が定める「三浦市公共下水道運営事業モニタリング

基本計画」のとおりである。 

（ア) 運営権者によるセルフモニタリング  

運営権者は、受託者等によるセルフモニタリング等を活用して実施す

る。なお、財務等その妥当性の検証のために専門的知見及び客観性を必

要とする項目については、運営権者自らの提案により外部機関を活用し

たセルフモニタリングを実施することも想定している。 
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（イ) 市によるモニタリング 

市によるモニタリングは、運営権者のセルフモニタリングの結果につ

いて書面又は会議体にて報告を受けて実施することを基本とする。ま

た、市が必要と判断した場合、市は現地の確認を行う場合がある。 

（ウ) 第三者によるモニタリング 

運営権者の要求水準の達成状況や経営状況等について、第三者機関を

活用したモニタリングも併せて実施する。第三者機関によるモニタリン

グは市によるモニタリングと同じ視点で行うものとし、市によるモニタ

リングに加えて、客観的かつ専門的な知見を加えたダブルチェックを行

うことを目的としている。 

（エ) 紛争の調整 

市によるモニタリングの結果について紛争が発生した場合、市又は運

営権者の要請により、実施契約に基づき設置された●●協議会におい

て、当該紛争の解決方法の調整を行う。 

 

運営権者によるセルフモニタリングの実施 

要求水準が確実に履行されるよう、次に掲げる事項を前提とし、運営権者

自らの提案に基づくセルフモニタリングを実施すること。 

（ア) 対象施設の維持管理を含めたセルフモニタリングを確実に機能させるた

め、進捗管理体制及び評価体制を構築すること。 

（イ) 履行状況を常に管理し、潜在的リスクの把握に努め、要求水準未達の事

態を招くことがないよう必要な対策を講じること。 

（ウ) 要求水準未達の事態が生じるおそれがある場合は、市に速やかに連絡

し、適切な措置を講じること。 

 

環境対策に関する要求 

事業期間を通して次に掲げる事項を満たし、環境に配慮した対策を講じるこ

と。 
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関係法令等に定められる環境に係る基準や要求事項の遵守 

省エネルギー技術導入及び効率的な維持管理による対象施設全体での温室効

果ガス排出量の削減 

リサイクル製品やグリーン調達の積極的な推進 

悪臭等施設周辺の環境対策 

施設への出入車輌の交通安全対策の実施 

振動・騒音等への配慮 

周辺環境・景観への配慮 

電波障害に係る対策 

 

危機管理に関する要求 

災害、事故などのリスクを想定して有効な対策を講じておくとともに、緊急

事態が発生した場合には被害を最小限に抑制できるよう適切な対応を行うこ

と。 

災害、事故等の緊急時の体制の構築 

災害、事故などにより故障等が発生した場合においても設備の部分的な機

能停止に留まるよう、緊急時における対応方法及び体制を構築すること。ま

た、早期に設備の復旧が可能な体制を構築すること。 

災害、事故等の緊急時の対応 

災害、事故等の緊急時には市の業務継続計画（Business Continuity 

Plan、以下「ＢＣＰ」という。）に従い対応すること。なお、災害、事故発

生時には、適切な連絡体制を確保の上、適宜報告するとともに、災害終了及

び復旧後においては、市に対し報告書を提出すること。 

各事態を想定した訓練の実施 

緊急事態が発生した際、上記事項が的確に実施されるよう訓練を行うこ

と。 

注意事項 

運営権者は、本業務の実施に当たり、以下の事項に留意すること。 

（ア) 災害（地震・津波等）時での対策 

（イ) 設備等の故障対策 

（ウ) 市への報告 

災害・事故時において市が対応を想定していない危機事象への対応業務 
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技術管理に関する要求 

本事業の対象施設は、衛生的で快適な生活環境や企業等の経済活動を支える

と同時に、公共用水域の水質保全等において重要な施設であるため、効果的な

改築及び維持管理を実施できるよう 適切な技術管理を行うこと。 

適正に事業を実施するために、必要な技術的能力の向上並びに技術者、技能

労働者等の育成及び確保を図ること。  

本事業は、効率性、安全性、環境への影響等が重要な意義を有することに鑑

み、継続的により適切な技術の選定又は業務の改善に取り組むことにより、

品質を確保すること。  

委託する場合は、当該業務の実施に当たり法令上求められる要件及び市が別

途定める要件はもとより、運営権者自らが必要と考える実施要件を定め、こ

れを達成可能な適切な者に業務を受託させること。※ 

 

※事業実施に当たり、重大な問題が生じた場合又はその兆候となる事態が発

生した場合においては、運営権者はセルフモニタリング結果に基づき実施要件

の見直しを図ること。また、当該実施要件については、市及び第三者によるモ

ニタリングにより十分な対応であることが認められること。 

 

地域連携に関する事項 

地域経済に関する事項  

本事業の実施に際し、以下に掲げる事項を考慮し、地域貢献に関する基本

方針を定め事業全体計画書に記載すること。また、運営権者は地元企業の利

活用目標を自ら定め、実施計画を策定し単年度事業計画書に盛り込み、市に

提出すること。  

（ア) 地域との連携や協働による事業展開  

（イ) 地元企業等との連携・協力  

（ウ) 地元発注、地域住民の雇用  

（エ) 地域活性化につながる事業展開 

 

地域住民等とのコミュニケーションに関する要求 

（ア) 広報活動に関する要求 

地域住民等の公共下水道事業への認識を深め、日常の事業活動を広く理

解してもらうため、年１回以上広報活動を行うこと。年度ごとに広報活動

実施計画として単年度事業計画書に記載すること。 
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（イ) 見学者等の対応 

市の要請及び市民からの要望に応じて当該施設への見学者の受け入れを

行うこと。見学者の受け入れに当たっては、特別な事由による場合を除き

原則対応すること。対応できなかった場合は、その事由について書面によ

り市に報告すること。また、対応した日付・人数・団体名を記録した報告

書を見学の終了後、遅滞なく市に提出すること。 

（ウ) 苦情等への対応 

地域住民等から苦情、要望等が寄せられた場合には、公共サービスの提

供者として適切に 対応するとともに、速やかに市に報告すること。 

 

個人情報保護に関する要求 

個人情報の保護に関する法律及び三浦市個人情報保護条例をもとに市が定め

る個人情報取扱指針を参考に、以下の事項が関係する業務が発生する場合にお

いては、当該事項の取り扱いについて留意するとともに、必要に応じ個人情報

の取り扱いに関する規程を作成すること。 

個人情報の利用目的の特定及び制限 

個人情報の適正な取得 

個人情報の取得に際しての利用目的の通知及び公表 

個人情報の取得に際しての個人データの正確性の確保 

個人データの安全管理措置 

従業員、委託先の監督 

個人情報の第三者提供 

保有個人情報データの公表及び通知 

保有個人データの開示、訂正、利用停止 

個人情報の取扱いに関する苦情処理 

 

 

その他の事項 

第三者賠償責任保険、履行保証保険はもとより、本事業を実施するに当た

り、運営権者自らが実施方針及び実施契約書に定めるリスク分担を負担する上

で必要と考える保険への加入を行うこと。 
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３ 各種計画支援に関する要求 

ストックマネジメント計画の更新及び見直しに関する要求 

増大する下水道ストックのうち、処理場やポンプ場、管路施設の老朽化に伴

って増加する改築需要に対応するため、施設全体の管理を最適化するストック

マネジメントを推進することが必要とされている。市が策定したストックマネ

ジメント計画は以下の考えに基づき策定している。 

本事業の実施においては、以下の考えを基本としつつも、民間事業者が有す

る技術的知見をもとに、評価基準の在り方から評価手法及び計画に至る見直し

を可能とする。市と協議の上ストックマネジメント計画の更新とともに、より

市の実情に適した計画とすること。 

ストックマネジメント計画における健全度の評価 

市では、ストックマネジメント計画の施設・設備管理における基本方針に

おいて、安定して処理機能を維持するための健全度を評価基準としており、

「設備として安定運転ができ、機能上問題ないが、劣化の兆候が現れ始めた

状態」を維持すべき健全度の尺度としている。健全度については「別紙１７

健全度調査要領及び評価基準」に示す。 

リスクの評価 

三浦市のストックマネジメント計画では、リスクを定量的に評価すること

で改築時期の平準化を行う際の優先順位を設定し、改築計画を策定してい

る。ストックマネジメント計画において対象とするリスクは、「設備の劣化

に起因する事故・故障によるリスク」が主となり、計画的な点検・調査およ

び修繕・改築によって対応可能なリスクとしている。 

ストックマネジメント計画の見直し 

三浦市では基本方針を立案しているが、5年ごとのストックマネジメント実

施計画時には、市の示す健全性、リスク水準を確保した上で、ストックマネ

ジメント計画を見直すことができる。なお、当該事業を行うにあったての費

用については、別途市が示す事業計画に定める金額を上限として変更するこ

とができる。機械設備、電気設備、土木・建築の改築方針は「別紙２０ ス

トックマネジメント計画における改築方針」に示すとおり。 

 

下水道事業計画変更等に関する要求 

運営権者は必要に応じ、下水道法改正に伴う下水道事業計画変更を含め、下

水道事業計画変更に関する変更協議書案の作成支援を行う。変更協議書の内容

については、アクションプランへの反映案を作成すること。 
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４ 処理場・ポンプ場の性能に関する要求 

放流水質基準と水処理方式の要求 

東部浄化センターの放流水質については、表 ４-1を満たすものとする。ま

た、水処理方式は、標準活性汚泥法とする。 

 

表 ４-1 放流水質基準 

項目 pH BOD COD SS 全窒素 全燐 大腸菌群数 

単位  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 個/ml 

要求水準 6.0～8.0 15.0以下 15.0以下 10.0以下 20.0以下 2 以下 30 以下 

法定水準 5.8～8.6 25 25（20） 70（50） 40（30） 4 3,000 

 

汚泥処理方式及び汚泥リサイクル化にあたっての要求 

汚泥処理方式 

汚泥処理方式は濃縮・脱水とする。 

汚泥リサイクル 

汚泥処理は、市と受注者との間で締結されている業務委託契約に基づき、

東部浄化センターから排出する産業廃棄物の一定量を資源化処分することか

ら、資源化可能な状態の汚泥排出に努め、表 ４-2の要求水準を満たすこ

と。 

なお、参考までに表 ４-3に平成２８年度における資源化された発生汚泥

量及び契約単価の過年度実績額を示す。 

 

表 ４-2 排出汚泥の要求水準 

項目 含水率 

要求水準 80％以下 

 

表 ４-3 下水汚泥の資源化処分状況について 

発生汚泥量 契約金額 

1,315トン 

（平成 28年度実績） 

参考契約単価（過去実績額） 

16,200円/トン（消費税及び地方消費税別） 

※運搬費用別 
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公害防止基準の遵守 

東部浄化センター、金田中継センターともに市街化調整区域に位置している

ため、関係法令及び条例を遵守し、下記に掲げる基準に従い適切な措置を講ず

ること。 

 

騒音規制基準 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第 11に規定する規制

基準（表 ４-4） 

表 ４-4 騒音規制基準 

時刻 規制基準 

午前８時から午後６時まで 55 dB 

午前６時から午前８時まで及び午後６時か

ら午後１１時まで 

50 dB 

午後１１時から午前６時まで 45 dB 

 

悪臭基準 

悪臭防止法による悪臭原因物の排出の規制地域の指定等（平成 15年神奈川

県告示第 623 号）に規定する規制基準（表 ４-5） 

 

表 ４-5 悪臭基準 

時刻 規制基準 

敷地境界線上における規

制基準 

臭気指数 15 

気体排出口の規制基準 排出口の実高さが 15ｍ以上の場合： 

悪臭防止法施行規則第６条の２第１項第１号で算出

した臭気排出強度による 

排出口の実高さが 15ｍ未満の場合： 

悪臭防止法施行規則第６条の２第１項第１号で算出

した臭気指数による 

排出水の規制基準 臭気指数 31 

 

耐震基準の遵守 

耐震性能につき「下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会）」及

び「神奈川県の耐震建築物計画指針」等に準拠し耐震性能を確保すること。 
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５ 管路施設の性能に関する要求 

管路施設における性能 

本事業における管路施設に求める性能とは、流下能力の確保である。リスク

評価を踏まえて、下水道施設の点検・調査、改築及び計画策定等に関する中長

期的な視点に立ち、その効果を示す指標を提示し、定量的及び定性的な達成目

標を設定するとともに達成状況を報告すること。 

なお、下水道事業における管路施設の性能を確保するに当たっては、市が作

成したストックマネジメント計画をもとに、維持管理及び改築計画の見直しを

適宜行い流下能力の確保に努めること。 
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６ 処理場・ポンプ場及び管路施設の改築に伴う企画・調整・実施に対する

要求 

改築に関する要求水準 

基本的事項 

（ア) 目的 

対象施設の改築にあたって、本要求水準を満足するとともに、運営権者

の創意工夫を十分に活かし、最適な時期及び改築方法によりライフサイク

ルコストの縮減、下水道機能の維持向上及び長期的に有効な省エネルギー

技術の導入による低炭素型の下水処理を実現することを目的とする。 

（イ) 業務内容 

対象施設の改築に当たり、運営権者は、安全性を担保した上で、当該目

的を達成するに当たり必要となる事項を精査し、自ら本事業の改築に当た

り必要となる業務内容を定めるものとする。ただし、以下の事項について

は、改築を実施するにあたっての基本的事項であり、業務内容に必ず含ま

れるものとする。 

a  改築計画策定 

b  改築工事 

（a）  業務着手・終了書類の提出 

（b）  工事計画書作成 

（c）  設計図書作成 

（d）  工事 

c  改築計画のデータ更新・運営、改築工事の監督業務 

（a）  改築方針や設計方針の策定 

（b）  市との調整 

（c）  工事間の工程管理・調整 

（d）  監督業務に関する書類の整理 

（e）  改築計画策定、設計図書作成における成果内容確認 

（f）  工事における段階確認の実施、市検査等の対応 

d  その他 

（a）  業務着手・終了書類等の提出 

 

（ウ) 業務体制 

運営権者は、以下に示す業務について、記載の要件を満たす者に責任をも

って行わせること。 
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a  計画策定及び設計図書作成 

計画策定や設計図書作成に関しては、技術士法（昭和 58 年法律第 25 

号）に基づく技術士 （総合技術監理部門（下水道）又は上下水道部門

（下水道））又は一般社団法人建設コンサルタンツ協会が認定するＲＣ

ＣＭ（下水道）の資格を有する者を、管理技術者及び照査技術者として

業務を行わせること。また、建築設計を含む場合は、建築法に基づく資

格を有する者に行わせること。なお、本業務について委託する場合、受

託者等は当該業務を、上記資格を有する者に行わせること。 

b  工事 

工事に関しては、建設業法に基づく措置をとること。 

c  監督業務 

監督業務に関しては、運営権者と雇用関係にあり、下水道施行令第 15 

条の資格を有する者を監督員とし配置すること。 

d  市検査への対応 

市が行う検査には、改築に係る責任者及び監督員は立ち会わなければ

ならない。 

（エ) 業務着手・終了書類の提出 

 

 

（オ) 改築実施基準 

対象施設の改築に当たっては、「別紙２０ ストックマネジメント計画

における改築方針」に示す施設・設備を対象に、当該計画に則り、又は運

営権者自らが必要に応じ当該計画の見直しを図り、改築を行うこと。 

ただし、管路施設のうち、管きょの改築については、原則、表 ６-1に

示すとおりとする。 

 

表 ６-1 管きょ施設に対し用いる改築工法 

対象 工法 

φ150以上の管きょ 

 

更生工法もしくは布設替え工法 

（更生工法後の改築は原則布設替えとする） 

φ100以下の管きょ 布設替え工法 
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（カ) 対象設備の性能 

対象設備の設計又は選定は、「下水道施設計画・設計指針と解説２０１

９年版（日本下水道協会）」を参考とするとともに、より事業規模及び目

的に則した民間企業のノウハウを活かした新技術等を積極に活用すること

により、コストの削減及び効率化を図ること。なお、新技術等の採用に当

たっては、以下に登録されている新規性・信頼性・有効性の担保された新

技術とともに、運営権者自らが費用対効果を検討し、本事業を実施するに

当たり適切であると認める新技術の積極導入を図ること。 

 

 B-DASH（国土交通省） 

 新技術 I類（日本下水道事業団） 

 日本下水道新技術機構審査証明技術（日本下水道新技術機構） 

 NETIS（国土交通省） 

 

なお、各設備の必要台数・必要能力は、流入水量、流入水質等の実績・

予測、既存能力、既存配置及び技術提案事項を踏まえ、設定すること。 

設備の構造、材質、規格の設定は任意であるが、既存設備に比べ省エネ

ルギー性能向上に努め、経済性及び維持管理性等を勘案し各設備の用途に

応じて設定すること。 

 

（キ) 耐震基準の遵守 

耐震性能につき「下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協

会）」及び「神奈川県の耐震建築物計画指針」等に準拠し耐震性能を確保

すること。 

 

（ク) 対象設備に関する特記事項 

改築設備の対象範囲は、「別紙２０ ストックマネジメント計画におけ

る改築方針」に示す設備であるが、改築実施に当たっては、運営権者自ら

が各設備に対し改築の必要性及び時期について改めて見直しを図り、LCC

（ライフサイクルコスト）の低減をはかること。また、対象施設の性質を

考慮し、必要に応じ腐食及び摩耗に耐え得る堅牢制を確保すると共に、臭

気対策を講じること。 
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対象設備の耐用年数 

改築を実施するための対象設備の耐用年数について下記のとおり定める。

なお、処分制限期間及び標準耐用年数表については別紙３に示す。 

（ア) 処分制限期間以上の継続・機能保持 

（イ) 標準耐用年数以上の継続・機能保持 

（ウ) 改築（長寿命化対策）を実施した設備は対策実施時点から数えて処分制

限期間以上使用するとともに、原則として当初の設置時点から標準耐

用年数以上使用すること 

（エ) 改築（更新工事）を実施した設備は更新実施時点から数えて標準耐用年

数以上使用すること 

 

改築計画策定に関する要求 

三浦市が策定したストックマネジメント計画に関する事項 

（ア) 改築計画に関する事項 

本業務において実施した各種点検・調査結果のデータ等により、市が策定し

たストックマネジメント計画のデータを更新し、運用の支援を行う。 

（イ) 改築計画の実施フロー 

三浦市が策定したストックマネジメント計画において、下記修繕・改築

計画を策定済みである。 

第１期修繕・改築計画（令和 元年度から令和 5年度） 

第２期修繕・改築計画（令和 6年度から令和 10年度） 

第３期修繕・改築計画（令和 41年度から令和 15 年度） 

第４期修繕・改築計画（令和 16年度から令和 20 年度） 

第５期修繕・改築計画（令和 21年度から令和 25 年度） 

 

市は、第１期の修繕・改築計画の内容について、基本協定締結後に、

優先交渉権者と協議・調整した後、運営権設定後に運営権者と改築実施

基本協定を締結する。 

なお、第 2期以降については、市が一定の水準を確保可能であると認

めることを前提に、運営賢者による修繕・改築計画の見直しを可能とす

る。第 2期以降の修繕・改築計画の申請は市が行う。 

  

改築工事に関する要求 

改築工事にあたっては下記の事項を行うこと。 
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工事計画書の作成、市への提出 

運営権者は、改築実施基本協定に基づき、5年間の設計及び工事に関す

る方針、概要、スケジュール等をまとめた工事計画書を作成すること。 

工事計画書は、以下に基づき作成し、市に提出すること。 

（ア) 対象範囲 

改築実施基本協定で示された範囲を対象とする 

（イ) 方針・概要 

工事発注ロットを定め、設計及び工事を行う上での方針、概要をま

とめること。 

（ウ) 設計及び工事スケジュール 

設計スケジュールは、工事時期と調整を図り、立案すること。工事

スケジュールは、維持管理計画等を踏まえて立案すること。 

また、工事ロットごとに事業費をまとめ、各年度の出来高を定める

こと。 

（エ) 留意事項 

設計及び工事を行う上での留意事項（市や関係各署との調整事項、 

住民との調整事項、仮設計画等）をまとめること。 

（オ) その他 

内容に変更が生じた場合は、変更工事計画書を提出すること。その

他、市が指示する資料をまとめること。 

設計に関する事項 

（ア) 設計に関する一般的事項（設計に関する許認可、関係法令の遵

守、安全性の確保） 

運営権者は、本要求水準書、改築計画書及び工事計画書を基に、改築

工事の実施に当たり必要となる設計を行うこと。 

設計では、対象施設・設備の容量計算等の設計計画、設計図、機器仕

様書、各種計算書及び設計書（工事費内訳書）を作成すること。 

設計に関する事項を以下に示す。 

（イ) 設計に関する許認可等 

運営権者は、工事に伴う法令等で定められた各種申請等の書類作

成、手続きに対し、市及び関係機関と協議の上、事業スケジュールに

支障のないよう実施すること。また、市が関係機関への申請、報告又

は届出等を作成するに当たり必要となる基礎資料を提供すること。 
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（ウ) 関係法令の順守 

設計にあたっては、別紙２に定める関係法令を順守したものとする

こと。 

（エ) 安全性の確保 

（a）対象設備を改築する場合は、既存設備の荷重（自重、動荷重）

を確認し、改築後の荷重が既設荷重以下であることを確認する

こと。改築する設備の荷重が既設荷重を超える場合は、新規に

構造計算を実施し、必要ならば躯体の補強を実施すること。 

（b）災害等の緊急時において、施設を安全に停止できるシステムと

すること。 

（c）災害時、故障時等のフェールセーフ機能として、インターロッ

ク回路の構築やバックアップを考慮すること。 

（d）施設敷地内を安全かつ衛生的に保つための対策を講じること。 

積算に関する事項 

設計内容を踏まえ、※に沿って工事費の積算を行い、設計書（工事費

内訳書）を作成すること。 

※積算体系は、下水道用設計標準歩掛表に準ずる。提案書類のコスト

縮減策を反映すること。運営権者が詳細設計に先立ち行う基本設計

段階で予見できなかった事による、現場条件の変更に起因する理由

と著しい物価変動等による理由以外は、事業費の増額変更は行わな

い。増額変更に関しては、実施契約書にて示す。見積結果など価格

設定に関わる資料を添付すること。 

設計に関する図書の市への提出（設計完了後）と承諾 

運営権者は、設計完了後、以下に示す設計図書を市に 1部提出し、承

諾を得なければならない。なお、様式については任意とする。 

（ア) 各種検討書、各種計算書 

（a）設計図 

（b）機器仕様書（製作仕様書、機器製作図・承諾図） 

（c）工事実施工程表 

（d）概算工事費（工事費内訳書、見積書等価格設定資料） 

（e）電子データ 

（f）その他市が指示する図書 
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工事業務 

工事業務には下記を含めること。 

（ア) 工事に関する一般的事項 

a  責任施工 

設備の処理能力及び性能、工事に関する法令順守は、全て運営権者の

責任により確保すること。また、運営権者は要求水準に明示されていな

い事項であっても、要求水準を確保するために必要なものは、運営権者

の負担で措置すること。 

 

b  工事に伴う許認可 

工事にあたって必要となる許認可等については、運営権者の責任及び

負担において行うこと（許可申請手数料を含む）。また、市が関係機関

への申請、報告又は届出等を必要とする場合は、運営権者は書類作成及

び手続き等について、事業スケジュ－ルに支障のない時期に実施できる

ように協力すること。 

 

c  製作図及び施工図等の提出 

運営権者は、設計図書の機器仕様書にて定める機器製作図、製作仕様

書及び施工図等に変更、追加がある場合は、変更承諾図書を作成し、機

器製作に先立ち市に提出し承諾を得ること。 

 

d  施工計画書の提出 

運営権者は、現場施工着手前に工事目的物を完成するために必要な手

順や工法、施工管理等についての施工計画書を作成し市に提出するこ

と。 

また、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合は、その都度当該

工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を市に

提出すること。 

市に提出する施工計画書には、次の事項を記載すること。 
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（a）  工事概要 

（b）  主要資材 

（c）  施工方法（仮設計画含む） 

（d）  施工管理方法 

（e）  安全管理 

（f）   緊急時の体制及び対応 

（g）   その他市が指示する事項 

e  施工管理 

（a）  運営権者は、施工計画書に示される施工方法で施工し、本施設の能

力が十分発揮するよう、十分な施工管理を行うこと。 

（b）  運営権者は、施工管理記録を速やかに作成、保管し、市の請求があ

った場合は直ちに提示すると共に、工事完成時に提出すること。 

（c）  運営権者は、完成時に不可視となる部分や、履行状況が確認できる

ように写真を撮り、保管し、市の請求があった場合は直ちに提示すると

共に、工事完成時に提出すること。 

（d）   運営権者は、工事の進捗状況を管理、記録し、市が行う進捗状況

の確認に協力すること。工事工程の遅れが明らかとなる、又は遅延のお

それが見込まれるときは、その旨を速やかに市に報告し、市と協議する

こと。 

f  安全管理 

（a）  運営権者は、工事中における安全確保を全てに優先させ、労働安全

衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくこと。 

（b）  運営権者は、関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安

全を確保すること。 

（c）  運営権者は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 30 条

第 1 項に規定する措置が必要な場合は、同条第 2 項の規定に基づき、

措置を講じる者を指名すること。 

（d）  運営権者は、既存施設等に損害を与えた場合は、直ちに市へ報告す

るとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、補修すること。 

g  緊急時の体制及び対応 

（a）  運営権者は、豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに

注意を払い、常に災害を最小限に食い止める為の防災体制を確立するこ

と。また、東海地震注意情報が気象庁から出された場合には、工事中断
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の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全措置

を講じること。 

（b）  上記保全措置については、施工計画書の⑥緊急時の体制及び対応に

記載すること。 

（c）  災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保を全

てに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに市及び関

係機関へ通知すること。 

（d）  運営権者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措

置をとること。またその内容を速やかに市に報告すること。 

h  施設情報の更新 

工事情報、設備情報等の内容に関して、市が所有する施設情報をもと

に新たな情報を適宜追加し管理するとともに、市の要請に基づき更新情

報を適用したものを提出すること。 

（イ) 試運転及び性能試験 

a  試運転 

試運転とは、本施設を構成する設備等が必要な設計仕様を満足し

ていることを確認し、かつ、総合的な運転調整を行うものであり、

運営権者は、試運転の要領を記載した試運転計画書を作成し、市の

確認を受けた上で行う。市は試運転に立会うことができる。 

b  性能試験 

性能試験とは、本施設が本要求水準書に示す性能及び設計図書を

満足することを確認するために行うものであり、運営権者は、性能

試験の要領を記載した性能試験計画書を作成し、市の確認を受けた

上で行う。市は試験に立会うことができる。 

（ウ) 完成図書の提出（２部） 

（エ) 市の完成検査の受検 

a  完成図書（金文字、黒表紙） 

① 工事完成図 

② 機器仕様書 

③ 機器取扱説明書 

④ 組織表、アフターサービス 

⑤ 施工管理記録 

⑥ 運転操作に関する説明書 

⑦ 官公庁手続き書類 

⑧ 工事請負契約書（写） 
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b  工事写真帳 

c  電子データ 

d  その他市が指示する図書 

 

その他 

その他、処理場・ポンプ場の改築にあたっては、下記の事項を定めること。 

国交付金交付要綱に関する事項 

改築計画、設計及び工事が国の交付金交付対象となる場合は、当該交付金

交付要綱等に適合するように行うこと。 

なお、交付対象外の場合であっても、事業費の内訳を明らかにするととも

に、事業費算出に用いた単価又は歩掛等が適正であることを示す根拠資料を

示すこと。 

会計実地検査等に関する事項 

改築計画、設計及び工事において、会計実地検査等に必要な資料作成、検

査対応補助を行うこと。 

対象設備の耐用年数 

改築を実施するための対象設備の耐用年数について下記のとおり定める。 

（ア) 処分制限期間以上の継続・機能保持 

（イ) 標準耐用年数以上の継続・機能保持 

（ウ) 長寿命化対策を実施した設備は対策実施時点から数えて処分制限期間以

上使用するとともに、原則として当初の設置時点から標準耐用年数以

上使用すること 

（エ) 改築（更新工事）を実施した設備は更新実施時点から数えて標準耐用年

数以上使用すること 
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７ 処理場・ポンプ場の維持管理に係る企画、調整、実施に関する要求 

維持管理に関する要求水準  

基本的事項 

（ア) 目的 

運営権者が創意工夫を十分に発揮し、下水道機能の維持向上を図るとと

もに、長期的に有効な省エネルギー技術の導入等により、低炭素型の下水

処理を実現することを目的とする。 

（イ) 業務内容 

運営権者の行う業務を以下に示す。  

a  運転管理業務  

･ 監視、運転操作、制御及び日常点検  

･ 水質・水量等の監視及び制御  

･ 水質検査及び水質管理  

･ エネルギー管理及びユーティリティ管理  

･ 汚泥の適正処理  

･ 河川・海岸管理者との調整  

b  保守点検業務  

・対象施設の保守点検  

c  修繕業務  

･ 対象施設の計画修繕  

･ 対象施設の緊急修繕  

 

（ウ) 予防保全資産の健全度把握のための取り組み 

a  事業開始時 

運営権者は、予防保全資産の健全度評価方法について、別紙１７ 

健全度調査要領に基づいて健全度調査計画書を作成し、実施契約締

結後本事業開始予定日の 30日前までに市の承認を受けること。この

健全度調査計画書により、実施契約締結後本事業開始日より１年以

内に、予防保全資産について健全度調査及び健全度評価を実施し、

その結果を電子データで整理及び保存すること。 
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b  本事業期間中 

運営権者は、対象施設の維持管理により得た情報を用いて、予防保

全資産を対象として、別紙 １７ 健全度調査要領に基づく健全度評

価を５年に１回以上実施し、健全度評価結果を見直すこと。さら

に、これらの情報及び結果を電子データで整理及び保存すること。  

また、（２）に示す対象施設の改築を実施した場合は、予防保全資

産について、速やかに健全度評価結果を見直し、その結果を情報シ

ステムに電子データで整理及び保存すること。 

 

※電子データとしての整理を行うに当たり使用するソフトウェアは

任意とするが、市に対し提出するに当たっては、編集可能で汎用的

な OA ソフトウェアで読み込みできる形式にて提出すること。 
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（エ) 維持管理体制 

a  維持管理体制の構築 

運営権者は、以下に掲げる事項を踏まえて、安全性、信頼性を確保

できる体制を構築すること。  

･ 必要な人員や協力会社を確保すること。  

･ 浄化センターについては、常時監視制御及び巡回監視を行うこ

と 。  

･ ポンプ場、流量計等については、常時遠隔監視制御及び巡回監

視を行うこと。 

b  従事職員が有するべき資格  

維持管理において法令上以下に掲げる有資格者が実施すべき業務に

はそれぞれ必要な有資格者が担当すること 

・下水道法施行令第 15 条の 3に定める資格を有する技術者 

・防火管理者 

・危険物取扱者（甲種又は乙種第４類） 

・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 

・床上操作式クレーン運転技能講習修了者 

・小型移動式クレーン運転技能講習修了者 

・玉掛け技能講習修了者 

・フォークリフト運転技能講習修了者 

・自動車運転免許（普通以上） 

・電気主任技術者（第１種又は第２種） 

・エネルギー管理士又はエネルギー管理講習修了者 

・その他業務履行上必要とする法令で定められた資格者等 

 

維持管理基準 

（ア) 放流水質基準 

東部浄化センターにおいて、処理可能な放流水質（以下「放流水質」とい

う。）を以下に示す。  

 

a  水質に関する放流基準 

東部浄化センターの放流水質基準を表 ４-1に示す。 

運営権者は、東部浄化センターの放流水について、下水道法施行

令、排水基準を定める環境省令、県条例特別排水基準、ダイオキシ

ン類対策特別措置法施行規則による基準値を遵守すること。  
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さらに、東部浄化センターの放流水の水質は、浄化センターの塩素

混和池出口と処理場出口において、放流水質基準に準じ、放流水質

の法定基準及び県基準に示す水質項目についてそれぞれの基準を遵

守すること。 

 

業務範囲 

処理場・ポンプ場における維持管理業務の業務範囲は以下とすること。 

 

（ア) 運転管理 

a   水質管理（水処理施設の運転操作及び監視等） 

b   汚泥管理（汚泥処理施設の運転操作及び監視等） 

c   エネルギー管理（エネルギー使用箇所や使用量の確認及び記録等） 

d   廃棄物管理（沈砂、し渣、汚泥の処分等） 

（イ) 保全管理 

a   保守点検（機器の異常有無の確認、調整・修理・取替等） 

b   調査（改築時期及び範囲を特定する情報の収集） 

c   修繕（故障若しくは老朽化した設備の一部取換え） 

（ウ) 修景護岸部分の見回り・点検 

（エ) その他 

a   物品等の調達管理（消耗品、部品、付属品、予備品、ユーティリテ

ィの調達等） 

b   施設情報管理（運転管理、保全管理で発生した情報の登録） 

c   施設環境の保全（清掃、除草、植栽管理、修繕等） 

d   周辺環境の保全（環境保全に関する法令の遵守） 

e   安全衛生管理（作業環境の保全等） 
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実施体制 

処理場・ポンプ場の維持管理にあたっては、以下の体制で実施すること。 

（ア) 浄化センターでは 24時間常時監視体制の構築 

（イ) ポンプ場では送水能力を確保して適正に運転するために必要な巡視監

視体制及び遠隔監視体制の構築 

（ウ) 豪雨、停電、重大故障事故発生等の非常時対応を要する事態、または

生じる恐れがある場合には緊急対応ができる体制の構築 

 

維持管理基準の遵守 

処理場・ポンプ場の維持管理については下記の基準を設定すること。 

産業廃棄物に関する基準 

 下水道施設から発生する廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律に準拠した適切な処理の実施 

 汚泥等の産業廃棄物及び沈砂、し渣の一般廃棄物の外部搬出は、周辺環

境に十分配慮し、適切な時間帯に行うとともに、廃棄物の飛散・流出を

防止し臭気対策を実施 

施設環境の保全に関する基準 

 外構、建屋諸室及び管廊等の清掃を行い、対象施設を衛生的に維持 

 各施設の除草、植栽管理、修繕等を行い、美観を維持 

周辺環境の保全に関する基準 

 事業期間中は適切に設備点検を実施し環境保全に関する法令を遵守 

 大気測定及び臭気測定を実施し周辺環境の保全状況を確認（採取箇所、

試験項目及び頻度は、「別紙７水質分析及び環境計測基準」を参考にし

つつ、施設の状況を考慮し適切に設定） 

 想定される大地震に対応するために策定する総合地震対策計画において

定められた地震対策に沿って、修景護岸部を含む処理場敷地内の点検を

実施し異常の有無を確認 

 異常発生時の速やかな対応（緊急・恒久対策）と原因特定 

安全衛生管理に関する基準 

 安全衛生管理に十分な注意を払い、作業環境の保全に努め、安全かつ安

定的に維持管理業務を遂行 

 関係法令に基づき、環境測定を実施（採取箇所、試験項目及び頻度は、

「別紙７水質分析及び環境計測基準」を参考にしつつ、施設の状況を考

慮し適切に設定） 

 異常発生時の原因特定と速やかな改善 
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維持管理計画書に関する事項 

処理場・ポンプ場の維持管理においては、それぞれ下記の事項について作成

する。 

運転管理計画書 

下記の事項を盛り込んだ５年間の運転管理計画書を市と協議の上作成し提出

すること。 

・水質管理計画 

・汚泥管理計画 

・エネルギー管理計画 

・リスク対応計画 

保全管理計画書 

『下水道維持管理指針２０１４年版（日本下水道協会）』を参考に、下記

の事項を盛り込んだ５年間の保全管理計画書を作成し市に提出すること。 

・保守点検計画 

・調査計画 

・修繕計画 

年間維持管理作業計画書 

下記の事項を盛り込んだ当該年に係る年間維持管理作業計画書を作成し市

に提出すること。 

・運転管理計画を踏まえた年間運転管理作業計画 

・保全管理計画を踏まえた年間保全管理作業計画 

・廃棄物管理計画 

・安全衛生管理計画 

・その他当該年における実施予定業務に関する年間計画 

月間維持管理作業計画書 

下記の事項を盛り込んだ当該年に係る月間維持管理作業計画書を作成し市

に提出 

・運転管理に関する月間作業計画 

・保全管理に関する月間作業計画 

・廃棄物管理計画 

・その他当該月における実施予定業務に関する月間作業計画 
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維持管理報告書の作成及び報告 

運営権者は、各維持管理計画書に基づき実施した運転管理、保守点検及び修繕

の結果を取りまとめ、表 ７-1に示す各維持管理報告書を個別事業ごとに作成

し、市に提出すること。  

各維持管理報告書の提出期限は、以下のとおりとする。  

･ 各年間報告書については、事業年度末から３０日以内とする。  

･ 各月間報告書については、月末から１５日以内とする。ただし、月間水

質管理報告書については月末から３０日以内とする。  

また、維持管理において故障又は事故等が発生した場合には、故障事故報告書

を作成し、発生後速やかに市に提出すること。  

 

 表 ７-1 市に提出する維持管理報告書 

書類の名称  概要  

A2)年間運転管理・水質管理報告書  ･ 年間運転管理報告書  

･ 年間水質管理報告書  

･ 年間エネルギー管理報告書  

･ 年間汚泥管理報告書  

･ 年間廃棄物管理報告書  

B2)年間保守点検・修繕報告書  ･ 年間保守点検報告書  

･ 年間修繕報告書  

･ 年間安全衛生報告書  

A3)月間運転管理・水質管理報告書  ･ 月間運転管理報告書  

･ 月間水質管理報告書  

･ 月間エネルギー管理報告書  

･ 月間汚泥管理報告書  

･ 月間廃棄物管理報告書  

B3)月間保守点検・修繕報告書  ･ 月間保守点検報告書  

･ 月間修繕報告書  

･ 月間安全衛生報告書  
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 計画の評価と反映  

運営権者は、各計画書に基づき実行した運転管理、保守点検、修繕の結果を評

価し、次年度の各計画書に反映させること。 

 

処理場・ポンプ場における運転管理に関する事項 

処理場・ポンプ場の運転管理においては、下記の事項を実施する。 

目標を定めた運転管理計画の策定・実行 

（ア) 処理状況を調査・把握し、安定して良好な処理水質を維持するととも

に、適切に汚泥を処理し、公共用水域の水質保全や水辺環境の改善等

に寄与する。 

（イ) 下水道施設全体にわたって水質・水量等の監視、測定を実施し、これら

の記録・蓄積された水質管理情報を運転操作等にフィードバックし、

適切な管理を実施する。 

運転管理計画における水質管理に関する事項の記述 

（ア) 水質管理計画について 

a  水質管理目標 

放流水質基準を遵守するため、流入水量・水質等の情報に基づき運

転操作上設定する水質管理目標値を運営権者自ら設定する。 

b  水質試験 

以下の（ａ）から（c）までに掲げる水質試験について、「別紙７ 

水質分析及び環境計測基準」を参考にしつつ、施設の状況を考慮し適

切に設定。 

ただし、（ａ）法定試験の箇所及び頻度は市と協議の上定め、記録

は５年間保存するものとする。また、吐口においては「別紙７ 水質分

析及び環境計測基準」に定めるとおり試験を実施。 

（a） 法定試験（放流水） 

（b） 施設管理のための水質試験 

（c） 水質監視のための水質試験(流入水及び放流先) 

c  運転操作方法 

水質管理目標を達成するため、各施設の運転操作と水質試験項目の

相互関係を把握し、適切な運転監視頻度を設定。 

水処理及び汚泥処理方式の特性を踏まえ、処理工程に組み込まれた

各施設・設備の運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度

を設定。 
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各施設について次の（a）、（b）を考慮した運転操作方法を設定。

各施設の改築や修繕、点検の予定がある場合は、これを考慮した運転

方法とする。 

（a） 中継ポンプ場 

処理場への流入下水の水量の均一化を図るため、運転間隔に注

意し、揚水量を調整する等、送水先である処理場への影響を考慮

した運転操作方法を設定。 

（b） 処理場 

水処理の各施設・設備の関連性を把握し、各施設・設備に対す

る水質試験項目、運転指標と運転条件及び操作指標と操作量に基

づく管理方法を確立し、適切な運転操作方法を設定。 

（イ) 水質管理の実施 

ポンプ場・処理場施設の処理フローを熟知し、個々の施設の能力を的

確に把握して、バランスよく操作を実施する。 

（ウ) 評価と見直し 

水質管理計画は、実行した結果を踏まえ評価し、毎年度必要に応じて

見直しを実施する。 

（エ) 水質管理記録の情報提供 

水質管理により蓄積された情報は、施設等の増築・改築時の的確な計

画・設計に必要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に市に

情報提供する。 

（オ) 悪質排水の流入の対応 

運営権者が、悪質排水の流入等の事実を確認した場合は、市及び運営

権者は以下の措置を講じるものとする。 

ただし、悪質排水の流入等の結果、要求水準「４（１）放流水質基準

と水処理方式の遵守」を満たさなくとも運営権者は責を負わないものと

する。 

運営権者は、放流水質の達成、未達成に関わらず、速やかに市に報告

する。 

市は、運営権者の情報に基づき悪質排水の流入等の原因究明に努める

ものとする。 

放流水質基準の未達成が生じた場合、もしくは恐れが生じた場合、運

営権者は市と協議して緊急の改善措置を実施する。 

運営権者は、放流水質が正常値になるまで、改善措置を実施し、その

効果及び改善状況を市に報告する。 
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（カ) 放流水質基準を満たさない場合等の対応（放流水質基準に規定する基準

未達となる恐れが生じた場合） 

運営権者は、自らの水質分析その他により、水質管理目標値が未達と

なった場合は、以下の措置を講じる。 

a  市にすみやかに報告するとともに、その原因の究明を行う。 

b  原因が、悪質排水の流入等以外の場合は、運営権者の負担により改

善措置を実施する。 

c  放流水質が正常値になるまで、改善措置の効果、改善状況を三浦市

に報告する。 

また、運営権者は、自らの水質分析その他により、「４（１）放流水

質基準と水処理方式の遵守」に規定する基準が未達となる恐れが生じた

場合は、以下の措置を講じなければならない。 

a  三浦市にすみやかに報告するとともに、緊急改善措置を実施する。 

b  原因が、悪質排水の流入等以外の場合は、運営権者の負担により改

善措置を実施する。 

c  放流水質が正常値になるまで、改善措置の効果、改善状況を三浦市

に報告する。 

d  改善措置の効果の確認にあたっては、計量証明によるものとし、そ

の費用は運営権者の負担とする。 

 

運転管理計画における汚泥処理に関する事項の記述 

運営権者は、処理状況を調査・把握し、安定して良好な処理水質の維持に

つなげるため、適切に汚泥を処理すること。 

汚泥濃度、含水率等の監視、測定を実施し、これらの記録・蓄積された情

報を運転操作等にフィードバックし、固形物収支が平衡状態を保つよう適切

な管理を実施する。 

（ア) 汚泥管理計画 

a  汚泥管理目標 

汚泥処理施設を適正に管理するため、運転操作上設定する汚泥含水

率等の基準及び三浦地域資源ユーズへの搬出条件等を満足する基準を

運営権者自ら設定し、遵守する。 

b  汚泥試験 

「別紙７水質分析及び環境計測基準」を参考にしつつ、施設の状況

を考慮し適切に設定する。 
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c  運転操作方法 

汚泥管理目標を達成するため、各施設の運転操作と汚泥試験項目の

相互関係を把握し、適切な運転監視頻度を設定。水処理及び汚泥処理

方式の特性を踏まえ、処理工程に組み込まれた各施設・設備の運転指

標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設定する。 

処理場においては、濃縮汚泥の高濃度化、脱水汚泥の低含水率化及

び脱水効率の向上に加え、返流水による水処理施設への悪影響を避け

ること、電力・燃料等の省エネルギー化に努めること等に留意し、運

転操作方法を設定。なお、各施設の改築や修繕、点検の予定がある場

合は、これを考慮した運転方法とする。 

（イ) 汚泥管理の実施 

ポンプ場・処理場施設の処理フローを熟知し、個々の施設の能力を的

確に把握して、バランスよく操作する。 

（ウ) 評価と見直し 

汚泥管理計画は、実行した結果を踏まえ評価し、毎年度必要に応じて

見直しを実施する。 

（エ) 汚泥管理記録の情報提供 

汚泥管理により蓄積された情報は、施設等の増築・改築時の的確な計

画・設計に必要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に計

画・設計担当に情報提供する。 

 

エネルギー管理及びユーティリティ管理に関する事項の記述 

現状のエネルギー使用箇所やエネルギーの種類及び使用量を把握し、省エ

ネルギー化を実現し、地球温暖化防止対策を推進する。 

（ア) エネルギー管理計画の内容 

水質管理目標値への影響評価など水質管理計画及び汚泥管理計画との

調整を行ったうえで、次の事項を盛り込むこと。 

a  エネルギー管理目標の設定 

運転操作の工夫によって実現できるエネルギー管理目標を策定す

る。 

b  エネルギー削減方法及び運転操作方法 

目標を達成するため有効と考えられるエネルギー削減方法と、その

実現のための設備の運転操作方法を検討する。 
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（イ) エネルギー管理の実施 

ポンプ場・処理場の処理フローを十分に理解し、エネルギー管理を実

施。放流水質の確保等、施設本来の機能を損なわないように注意する。 

（ウ) 評価と見直し 

エネルギー管理計画は、実行した結果を踏まえ評価し、毎年度必要に

応じて見直しを実施する。 

（エ) エネルギー管理記録の情報提供 

エネルギー管理により蓄積された情報は、施設等の増築・改築時の的

確な計画・設計に必要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積極的

に改築担当に情報提供する。 

（オ) ユーティリティの調達・管理に関する事項 

電力や、運転に必要な薬品及び燃料を調達し、適切に管理を行うこ

と。また、薬品及び燃料の調達にあたっては、適切な品質及び規格のも

のとし、設備及び機器等を劣化させないものとする。 

リスク管理に関する事項の記述 

（ア) リスク対応計画の内容 

a  停電・施設故障による機能低下・停止 

b  燃料貯留槽の破損 

c  薬品等の散逸、流出 

d  焼却設備等からの有害物質の排出 

e  有害物質の流入による活性汚泥等の死滅 

f  局所的大雨による異常流入 

g  その他想定されるリスク 

（イ) 評価と見直し 

リスクに対応した結果を踏まえ、その結果が適正であったか評価し、

必要に応じて毎年度計画の見直しを実施する。 

 

処理場・ポンプ場における保全管理に関する事項 

処理場・ポンプ場の保全管理にあたっては、市が想定している水準を確保し

つつ、下記に掲げる事項を実施すること。なお、点検・調査計画は「別紙１８

ストックマネジメント計画における点検・調査計画の方針」で示す。 

保守点検に関する事項 

点検は、日常的に巡回を実施し、運転状態の日常的傾向や異常の有無、経

過時間等を確認し、異常がある場合は保守で対応する。処理場等施設・設備
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にあっては、機能維持のために目視や測定装置の使用等により異常の有無を

確認すること。 

（ア) 日常点検業務 

各機器の異常の有無及び作動状況を確認し、記録。 

（イ) 定期点検業務 

各機器の損傷、腐食及び摩耗状況等を確認し、修理等の対策の必要

性、対策方法等を検討するために、定期的に点検を行い、その状況を記

録。 

（ウ) 法定点検業務 

関係法令等に定める点検及び検査を実施。 

（エ) 保守業務 

常に各機器が正常に稼働するよう、各機器に対して、定期的な油の補

充・交換及び清掃や、異常が発見された場合に行う調整・修理・取替等

を実施。 

a  保守点検計画（対象施設、保守点検項目、保守点検方法及び判定基

準、保守点検周期） 

b  評価と見直し 

保守点検の実施結果等を踏まえ、毎年度必要に応じて計画の見直し

を実施。 

c  調査記録の情報提供 

保守点検により蓄積された情報は、調査の精度向上を図るために必

要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に調査担当に情報

提供する。 

調査に関する事項 

調査業務では、改築時期及び範囲を特定する情報を収集する。 

各機器の特性に応じて、目視・聴覚等による定性的な把握や、測定機器等

を用いて劣化の実態や動向を確認し、記録する。なお、調査業務は、客観的

に調査結果の妥当性が判断できるよう努めること。また、調査にあたって

は、「別紙１８ ストックマネジメント計画における点検・調査計画の方

針」を参考に行うこと。 

a  調査計画（各設備の管理方法、対象施設、実施時期、調査単位、項

目、調査方法、概算費用） 

b  評価と見直し 

調査の実施結果等を踏まえ、毎年度必要に応じて計画の見直しを実

施。 
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c  調査記録の情報提供 

調査により蓄積された情報は、施設等の増築・改築時の的確な計

画・設計に必要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に改

築担当に情報提供する。 

修繕に関する事項 

揚水・水処理・汚泥処理に影響を与えないように、機能低下及び故障停止

並びに事故を未然に防止するため、修繕を実施。 

（ア) 予防保全的修繕 

運営権者は、「別紙１９ 資産の管理方法区分」で示している状態監

視保全の設備について定期修繕を行うとともに、稼働時間・点検・調査

結果に基づいた計画修繕を実施。 

（イ) 事後保全的修繕 

突発的に発生した故障・事故に対しては、被害を最小限に抑えるため

の対策を講じ、すみやかに復旧修繕を実施。 

（ウ) 修繕計画（予防保全的修繕の内容、事後保全的修繕の内容） 

修繕と判定した設備を対象として、上記の予防保全的修繕及び事後保

全的修繕において示した施設の修繕に関する以下の事項について、修繕

計画を策定すること。 

a  予防保全的修繕 

対象機器、施工時期、工事内容、概算工事費及び委託等の有無を記

載。 

b  事後保全的修繕 

経年劣化及び修繕履歴等から想定される故障事例を示し、それに対

する具体的な対応策を記載。 

c  評価と見直し 

状況の変化や改築計画との調整により、変更が生じた場合、毎年度

必要に応じて計画の見直しを実施。 

本事業により新設した外構（植栽を含む）の維持管理に関する事項 

月間業務報告書及び年間業務報告書の作成 

緊急時及び災害対応等業務 

（ア) 緊急時及び災害対応等における連絡体制、出動体制及びその待機基準の

決定 

※なお、連絡体制、出動体制及び待機基準を定めるにあたっては、常

に迅速な対応が図れるよう、事前に市と協議 
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その他 

電気工作物に関する事項 

運営権者は、電気事業法に基づき保安規程を定め、これに基づき電気工作

物の巡視、点検、測定、更には技術基準を遵守するための修理、改造及び移

設等を実施すること。また、電気主任技術者（以下「主任技術者」とい

う。）を選任するとともに、必要に応じて作業責任者を選任し、作業責任者

は主任技術者の監督のもとに補助業務を行うこと。保安規程及び主任技術者

の届出は、運営権者が設置者として監督官庁へ行うこと。 

施設情報管理に関する事項 

運営権者は、運転管理、保全管理で発生した情報（異常・故障情報、保守

点検・調査情報、修繕情報、水質・運転情報）を記録として管理すること。 

物品等の調達・管理に関する事項 

業務を行う上で必要となる物品等を調達し、適切に管理を行うこと。ま

た、調達にあたっては、適切な品質及び規格のものとし、設備及び機器等を

劣化させないものとすること。 

（ア)  運転に必要な消耗品、部品、付属品及び予備品等 

（イ) その他運転に必要な全ての機械器具、計測機器、工具類、事務機器類及

びその他雑用類 
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８ 管路施設の維持管理に係る企画、調整、実施に関する要求 

市の管路延長では道路陥没が発生していないことから、事業期間を通じて道路陥

没が発生しないように維持管理に努めること。なお、維持管理においては、以下に

示す仕様に則り行うこと。 

維持管理に関する要求水準 

基本的事項 

（ア) 目的 

対象施設の仕組みや構造、機能等を理解し、関連する法令を遵守しなが

ら、予防保全の視点で計画的かつ効率的・効果的な管理を行い、本要求水準

を満足するとともに、運営権者の創意工夫を十分に活かし、最適な維持管理

方法を選択し、安定した維持管理を事業期間中継続して実現することを目的

とする。 

（イ) 業務範囲 

管路施設における維持管理業務の業務範囲は以下とすること。 

a  計画的業務 

（a）   巡視・点検 

（b）   調査 

（c）   清掃 

（d）   修繕 

b  問題解決業務 

（a）   問題解決調査 

c  住民対応等業務 

（a）   他工事等立会 

（b）   事故対応 

（c）   住民対応 

d  災害対応業務 

 

（ウ) 実施体制 

管路施設の維持管理にあたっては、以下の体制で実施すること。 

a  豪雨、停電、重大故障事故発生等の非常時対応を要する事態、また

は生じる恐れがある場合には緊急対応ができる体制 

b  維持管理において法令上に掲げる有資格者が実施すべき業務にはそ

れぞれ必要な有資格者が担当すること 

 



   

 

46 

 

維持管理基準の遵守 

管路施設の維持管理については下記の基準を設定すること。 

 

管路施設における計画的維持管理業務（点検・調査）の実施 

実施箇所及び実施数量（想定） 

項目 工種 全体実施数量 

（20年間） 

備考 

巡視  約 300ｋｍ  

伏越し清掃  約 8箇所  

点検 人孔蓋点検 約 380基  

点検 人孔目視点検工 約 4700基  

点検 管口カメラ 約 1500基  

スクリーニング調査 
450㎜以下 

簡易カメラ 
約 27ｋｍ 

 

スクリーニング調査 450㎜以下 

管口カメラ 
約 700基 

 

スクリーニング調査 φ500㎜～φ700㎜ 

簡易カメラ 
約 9ｋｍ 

 

スクリーニング調査 φ500㎜～φ700㎜ 

管口カメラ 
約 70基 

 

スクリーニング調査 φ800㎜以上 

簡易カメラ 
約 7ｋｍ 

 

スクリーニング調査 φ800㎜以上 

簡易カメラ 
約 50基 

 

取付管調査  約 4,000基  

詳細調査 テレビカメラ調査 約 3ｋｍ  

詳細調査 人孔内目視調査 約 160基  

マンホールポンプ巡視

点検 

14箇所 約 240回 実施数量は、過年度

包括の実績値を使用 

マンホールポンプ機器

点検 

14箇所 約 40回 実施数量は、過年度

包括の実績値を使用 
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管路施設は表 ８-1の緊急度Ⅰと判定されないような計画的維持管理業務（点検・

調査）を実施する。 

表 ８-1 におけるスパンのランクは、別添資料に管 1本ごとの評価、1 スパン全体に

対する評価方法を記載する。 

 

表 ８-1 管きょの緊急度の判定基準例 

 

以下の管路条件、環境条件を配慮し、計画的維持管理業務（点検・調査）を実施

する。 

 管径φ250以下、φ300-600、φ700以上では管径が小さくなるほど劣化

が多くなる傾向が見られた。 

 土被りが浅くなるほど劣化箇所が多くなるという傾向が見られた。 

 圧送管の吐出先および伏越し上下流部についてその他箇所よりも腐食発

生箇所数が約３倍多いことが確認されていることから、これらの劣化傾

向を考慮して、５年に一度の点検および１０年に一度の調査を実施する

こと。 

 

作業時間 

道路使用許可条件を遵守して行うこと。 

調査機材 

調査に用いる機械は点検を行い、完全な整備を行うこと。 

調査方法・判定基準 

計画的維持管理業務（点検・調査業務）の実施にあたっては、具体的な調

査判定基準を設定する。調査方法・判定基準は『スクリーニング調査を核と

した管きょマネジメントシステム技術導入ガイドライン（案）』（国土交通

緊急度 区分 対応の基準 区分 

Ⅰ 重度 
速やかに措置が必
要な場合 

３つの診断項目（管の腐食、上下方向のたるみ、不良発生率
に基づくランク）におけるスパン全体のランクで、ランクＡが
２項目以上ある場合 

Ⅱ 中度 

簡易な対応により
必要な措置を５年
未満まで延長でき
る。 

３つの診断項目（管の腐食、上下方向のたるみ、不良発生率
に基づくランク）におけるスパン全体のランクで、ランクＡが
１項目もしくはランクＢが 2 項目以上ある場合 

Ⅲ 軽度 

簡易な対応により
必要な措置を５年
以上に延長でき
る。 

 
３つの診断項目（管の腐食、上下方向のたるみ、不良発生率

に基づくランク）におけるスパン全体のランクで、ランクＢが
１項目もしくはランクＣのみの場合 

劣化
なし 

－ － ランクＣもない場合 
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省国土技術総合研究所下水道研究部、平成 26年 10月）に基づき実施するこ

と。 

巡視 

巡視点検は、全路線を対象とし、実施周期については老朽管の増加割合に

応じて変更する。業務内容は、管路施設が埋設されている地上部（道路面、

人孔蓋及びその周辺）を調査員の目視により巡視し、観察し異常の有無を記

録する。巡視点検において、蓋のがたつきや管きょ上部周辺（取付管も含

む）の地表変状や道路陥没等が確認された場合、人孔の蓋を開けて地上部よ

り確認できる範囲で蓋の受枠や、調整コンクリート、人孔躯体内部、管口部

等を確認し、対策の緊急性を検討する。 

点検 

スクリーニング実施箇所のマンホール調査を行う。管路施設の大部分は、

地下構造物であり、地上での巡視・点検は、その項目が限られるが、面的に

広い範囲にわたっており、それを効率的に行うには、計画的に実施する必要

がある。 

写真撮影は、原則としてカラー及び大きさを 1,020×1,447 ピクセル程度

とすること。また、写真を撮影する際には、調査年月日、調査場所等を明記

した黒板を入れて行い、異常個所は全て写真撮影を行うこととする。 

道路陥没 

市では、今年、下水道による道路陥没事故の報告は無いが、道路陥没が起

こる可能性があるため、適切な巡視点検を行う必要がある。 

スクリーニング 

スクリーニング調査として、φ150ｍｍ以上の管きょのストック現状把握を

行う。 

詳細調査 

管径φ700ｍｍまでの管きょは広角カメラ、φ800ｍｍ以上の管きょは通常

の直側式カメラを使用する。 

腐食環境下での点検により異状を確認した場合には調査を実施する。 

取付管調査 

本管調査時に目視確認し、異常が確認された場合、詳細調査を行い、本管

の経過年数にあわせて調査数量を調整する。また、取付管同様に、本管調査

時に目視により内部の確認を行う。 

マンホールポンプ点検 

マンホールポンプの点検を毎年実施する。なお、点検時にあわせて清掃を

実施する。 
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異常時の処置 

調査の続行が困難になった場合は、直ちに委託者に報告し、指示を受け

る。 

作業記録写真 

作業記録写真を撮影し、業務完了時には業務ごとに工程順に編集したもの

を作業記録写真帳に整理し、各業務報告書に添付して委託者に提出する。 

報告書の作成 

点検、調査業務報告書記載要領に従い、報告書を作成する。 

その他 

仕様書に記載のない事項については市の監督職員に従うこと。 

 

計画的維持管理業務（清掃）の実施 

（ア) 実施箇所及び実施数量 

 実施数量：約 45ｋｍ 

 実施箇所：カメラ付きノズルにて、１回／５年の頻度で実施する。 

 清掃は、詳細調査と同時に行うこととする。 

 土砂の処分については、東部浄化センターの最初沈殿池に投入す

る。 

（イ) 作業時間 

道路使用許可条件を厳守する。 

（ウ) 使用機材 

清掃に使用する高圧洗浄車、強力吸引車、その他業務に必要となる機械

器具等は各作業に適するものを使用するとともに、業務に支障のないよう

に運営権者で常備する。 

（エ) 作業記録 

作業記録写真を撮影し、業務完了時に業務ごとに工程順に編集したもの

を作業記録写真帳に整理し、各業務報告書に添付して提出する。 

（オ) その他 

本要求水準書に記載のない事項については市と協議して決定すること。 

 

修繕に関する事項 

管路施設の機能に影響を与えないように、機能低下及び故障停止並びに事

故を未然に防止するため、修繕を実施。 



   

 

50 

 

（ア) 予防保全的修繕 

運営権者は、「別紙１９ 資産の管理方法区分」で示している状態監

視保全の設備について定期修繕を行うとともに、稼働時間・点検・調査

結果に基づいた計画修繕を実施。 

（イ) 事後保全的修繕 

突発的に発生した故障・事故に対しては、被害を最小限に抑えるため

の対策を講じ、すみやかに復旧修繕を実施。 

（ウ) 修繕計画（予防保全的修繕の内容、事後保全的修繕の内容） 

修繕と判定した設備を対象として、上記の予防保全的修繕及び事後保

全的修繕において示した施設の修繕に関する以下の事項について、修繕

計画を策定すること。 

a  予防保全的修繕 

対象機器、施工時期、工事内容、概算工事費及び委託等の有無を記

載。 

b  事後保全的修繕 

経年劣化及び修繕履歴等から想定される故障事例を示し、それに対

する具体的な対応策を記載。 

c  評価と見直し 

状況の変化や改築計画との調整により、変更が生じた場合、毎年度

必要に応じて計画の見直しを実施。 

本事業により新設した外構（植栽を含む）の維持管理に関する事項 

月間業務報告書及び年間業務報告書の作成 

緊急時及び災害対応等業務 

（ア) 緊急時及び災害対応等における連絡体制、出動体制及びその待機基準の

決定 

※なお、連絡体制、出動体制及び待機基準を定めるにあたっては、常

に迅速な対応が図れるよう、事前に市と協議 

 

その他 

施設情報管理に関する事項 

運営権者は、運転管理、保全管理で発生した情報（異常・故障情報、保守

点検・調査情報、修繕情報、水質・運転情報）を市が用意する施設情報シス

テムに登録すること。 
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物品等の調達・管理に関する事項 

業務を行う上で必要となる物品等を調達し、適切に管理を行うこと。ま

た、調達にあたっては、適切な品質及び規格のものとし、設備及び機器等を

劣化させないものとすること。 

（ア)  運転に必要な消耗品、部品、付属品及び予備品等 

（イ) その他運転に必要な全ての機械器具、計測機器、工具類、事務機器類及

びその他雑用類 

 

安全管理 

一般事項 

下記を盛り込んだ安全管理に関する一般事項を実施すること。 

（ア) 公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止 

（イ) 作業中は気象情報に十分注意を払い、降雨予報が出された際は直ちに作

業を中止できる体制の構築 

（ウ) 安全管理については、業務計画書に明示し、運営権者の責任で実施 

なお、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、建設工事公衆災害防止対

策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を実施し、地震等の

発生時の対応策を定めること。 

 

安全教育 

下記を盛り込んだ安全教育を実施すること。 

（ア) 業務に従事する者に対して、定期的に当該業務に関する安全教育を行

い、作業員の安全意識の向上を図る 

（イ) 酸素欠乏症等防止規則（昭和四十七年九月三十日労働省令第四十二号）

で定める酸素欠乏危険作業に関する業務について、特別な教育を行う 

 

労働災害防止 

下記を盛り込んだ労働災害防止策を実施すること。 

（ア) 現場の作業環境を常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時

点検して、作業に従事する者の安全を図る 

（イ) マンホール、管きょなどに出入りし、又はこれらの内部で作業を行う場

合は、酸素欠乏症等防止規則で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示

に従い、酸素欠乏空気や有毒ガス等の有無を、作業開始前と作業中は
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常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用

保護具等を常備する 

（ウ) 作業中、酸素欠乏空気や有毒ガス等が発生した場合は、直ちに必要な措

置を実施する 

（エ) 資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者をあて、か

つ、誘導員を配置する 

なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、市が提示を求めた

場合は、その指示に従うこと。当該測定結果が基準値より超過している場合

には、速やかに市及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切

な措置を実施すること。 

 

公衆災害防止 

下記を盛り込んだ公衆災害防止策を実施すること。 

（ア) 作業中は、常時、作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交

通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を実施する 

（イ) 作業現場には、業務内容を明示した標識を設けるとともに、夜間には十

分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全を確保する 

（ウ) 作業区域内には、交通整理員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、

並びに整理を行う 

（エ) 路上で作業を行う場合、運営権者において所轄の警察署で道路使用許可

申請を行うとともに、許可条件を遵守する 

（オ) 交通誘導にあたっては警備業法施行規則第３８条による教育の履歴者、

過去３年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための

安全講習会の受講者あるいは交通誘導警備業務検定（１級または２

級）の合格者を配置するものとし、教育の実施状況、受講証等の写し

等確認出来る資料を監督職員に提出する 

（カ) 作業に伴う交通処理及び保安対策は、本要求水準書に定めるところによ

る他、関係官公署の指示に従い、適切に行う 

（キ) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定

め、協議結果を報告する 

局地的な大雨による安全管理 

局地的な大雨等による急激な雨水流入により、下水道管路施設内におい

て、流速、水位が変動する可能性のある場所であることを考慮し、下水道管

路施設内の水量が増水した後の対応のみならず、急激な増水が発生する前に
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作業等を中止又は中断するなどの予防的な対応も含め、受託者は下水道管路

施設内での作業を安全に実施するための安全管理体制を確保すること。 

本業務上の工事等を行う日には、工事等の開始前に作業関係者全員に対し

て、作業内容、作業時間、当日の天気予測、当該作業箇所の水位や流速、退

避ルート、退避時の合図等について会議を実施し、安全管理の内容について

周知徹底する。また、安全器具の設置等についても周知徹底させ、安全対策

の重要性を認識させるとともに、危険予知活動を実施し、活動内容を写真や

書類等により記録する。 

運営権者は、工事等の安全管理に万全を期すため、現場特性に応じた工事

等の中止基準について、以下を参考とし自らの責任において設定する。当該

中止基準を設定した後、市に報告すること。上記を達成するために、以下に

記すような事項を行うこと。 

（ア) 工事等を行う日には、工事等の開始前に作業関係者全員に対して、作業

内容、作業時間、当日の天気予測、当該作業箇所の水位や流速、退避

ルート、退避時の合図等について会議を実施し、安全管理の内容につ

いて周知徹底する 

（イ) 安全器具の設置等についても周知徹底させ、安全対策の重要性を認識さ

せるとともに、危険予知活動を実施し、活動内容を写真や書類等によ

り記録する 

（ウ) 工事等開始前の中止基準を設定する 

（エ) 工事等開始後の中止基準の設定する 

その他 

下記を盛り込んだその他安全管理に関する事項を実施すること。 

（ア) 運営権者は、作業にあたって、下水道施設又はガス管等の付近では、絶

対に裸火を使用しない 

（イ) 万一、事故が発生した時は、業務計画書に示す緊急連絡体制に従い、速

やかに市及び関係官公署に報告するとともに必要な措置を実施 

（ウ) 前項の通報後、運営権者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、

その結果を書面により、直ちに市に届け出を提出する。 
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９ 管路施設の増築に関する要求 

管路施設の増築に関する要求水準 

事業範囲 

管路施設の増築にあっては、既存枝線への取付管設置、公道内の延伸及び私

道内の延伸などを想定している。施工口径としては、φ80～200mm 程度を見込

んでいる。これらは、公道及び私道内の延伸を想定しているが、要望を受け実

施することとなるため 20年間の全体実施数量は未定である。 

基本設計に関する事項 

基本設計には、下記の事項を含むこと。 

（ア) 設計成果（位置図、区画割施設平面図、縦断面図、流量計算表、報告書

等） 

（イ) 地質・測量報告書の参照（もしくは周辺地質図等、過去の工事履歴、都

市計画基本図等） 

（ウ) 流下方式 

（エ) 設計諸元（設計延長、マンホール数、公共桝数） 

（オ) 概算予定価格（積算条件） 

詳細設計に関する事項 

詳細設計には、下記の事項を含むこと。 

（ア) 設計変更 

（イ) 基本設計時に想定しない事象 

（ウ) 関係者協議及び調整 

※工事に関する事項は、「６ 処理場・ポンプ場及び管路施設の改築に伴う企画・調

整・ 実施に対する要求」に準ずる。 
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１０ 契約終了時の措置 

施設機能確認に関する事項 

契約終了時には、下記の事項を実施すること。 

契約終了日前１８０日から９０日までの間に、全施設・設備を対象に、継続

して運転管理することに支障のない状態（軽度な汚損・劣化（通常の経年変

化によるものを含む）を除く）であることを確認 

事業期間終了時において、維持管理業務の対象となる全ての施設が本要求水

準書で要求水準として規定する機能・性能を発揮できる状態を有するものと

し、事業期間終了後１年以内は改築及び大規模修繕を要することのない状態

に整備 

確認結果を記載した施設機能確認報告書の作成と、１０日以内の市（及び第

三者機関）への提出 

市が所有する器具、備品及び重機等並びに契約終了に伴って市が運営権者か

ら所有移転を受ける器具、備品及び重機等を除くほか、一切の器具、備品及

び重機等の撤去 

契約終了時の検査の結果施設に修補、撤去が必要となった場合、相当の期間

の経過後も修補・撤去を行わないときには、市は運営権者による修補、解体

撤去に代えて、第三者に対して当該修補、解体撤去を委託（この場合、運営

権者は、当該修補、解体撤去のために要した費用を負担） 

市は契約終了日から１年以内に運営権者が導入した設備等に瑕疵があること

を知ったときは、運営権者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請

求し、又は修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を事業終了後１年

以内に請求（ただし、市が運営権者の定める合理的な維持管理計画に従い適

切な維持管理・運営を行っていない場合は除く）する。 
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引継に関する事項 

引継時には、下記の事項を実施すること。 

事業期間を通じて下記の引継事項を記載した引継文書を作成 

（ア) ・水処理及び汚泥処理を総合運転したときの機能の発揮状況 

（イ) ・各電気設備、機械設備、土木建築の留意点 

（ウ) ・計装設備及び制御装置の調節状況 

（エ) ・運転上の特例的な操作 

（オ) ・薬品、燃料、消耗品、補修用資器材の在庫量 

（カ) ・市からの貸与品の一覧 

（キ) ・その他留意事項 

本事業終了日１８０日前までに引継文書の暫定版を提出 

本事業終了日までに引継文書の最終版を市に提出 

事業期間終了時までの市が必要と認める期間、市又は市の指定する者に必要

な技術指導を行う 

維持管理（運転管理・保守点検）マニュアルは、引継の６か月前を目途に作

成する。なお、引継文書は、対象施設固有の運転管理、保全管理上の留意点

を明確に把握できるような内容とする。 
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その他引継に関する事項 

運営権者は、その他引継に関して下記の事項を実施すること。 

自らの従業員について次期運営主体が転籍での受け入れを希望する場合に

は、市の指定する日までに、従業員の意向確認等について必要かつ可能な協

力をし、転籍を希望する全従業員の記録を次期運営主体に送付 

自らが締結している契約及び維持している許認可等について次期運営主体が

承継を希望する場合には、市の指定する日までに、契約相手方の意向確認又

は許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし、承継を希望する契約

又は許認可等に関する資料を次期運営主体に送付 

市又は次期運営主体に運営が引き継がれるまでに、市又は次期運営主体によ

って行われる事業や施設が要求水準を満たしていることの確認等の評価に協

力 

市の指定する日までに、本事業に関して運営権者が有する財務及び運営、技

術に関するすべての最新文書を市又は次期運営主体に電子媒体（市又は次期

運営主体が必要とする場合にはハードコピーも含む。）で送付 

事業終了日に対象施設が、要求水準に適合した状態で市又は次期運営主体に

引渡 
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別紙１ 施設概要 

1. 事業概要 

本事業の対象施設を含む東部処理区の事業計画概要について、計画人口・普及率等を

表 B1-1、施設概要を表 B1-2、下水道計画一般平面図を図 B1-1、事業計画変更概要を

表 B1-3 に示す。 

表 B1-1 計画人口・普及率等 

項目 事業計画 
現況 

（令和元年度末） 

東部処

理区 

目標年次 令和６年度 － 

処理区域面積（ｈａ） 234.9 215.32 

処理区域人口（人） 13,464 14,897 

水洗化人口（人） - 13,435 

水洗化率（％） - 90.2 

三浦市

全域 

行政人口（人） - 42,764 

処理区域人口（人） - 14,897 

普及率（％） - 34.8 
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表 B1-2 施設概要 

項目 全体計画 事業計画 
現況 

（平成２７年度末） 

汚水量（日最大：㎥／日） 14,700 8,500 7,027 

東部浄化センター 

処理方式 標準活性汚泥法 

計画水量（㎥／日） 14,700 8,500 - 

処理能力（㎥／日） 14,700 10,730 8,050 

系列数 3系列(6池) 2系列(4池) 1.5 系列(3池) 

金田中継センター 

計画水量（㎥／分） 約 12.0 6.8 - 

揚水能力（㎥／分） 18.0 18.0 12.0 

幹線管路施設 

（ｋｍ） 

8.5 8.5 8.5 
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図 B1-1 平面図 
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表 B1-3 事業計画変更概要 

区分 全体計画 事業計画 

計画目標年次 平成３２年度 平成３１年度 

計画策定年次 平成１１年度 平成２６年度 

関連市 三浦市 三浦市 

計画面積（ｈａ） 370.5 234.9 

計画人口 21,670 13,320 

営業用水率（％） 30 30 

地下水率（％） 日最大の２０％ 日最大の２０％ 

 日平均 日最大 時間最大 日平均 日最大 時間最大 

生活系汚水量原単位 

（Ｌ／人・日） 

家庭 300 400 600 270 360 540 

営業 - 120 - - 110 - 

観光 宿泊 250 

日帰り 27 

宿泊 224 

日帰り 24 

地下水 80 70 

 日平均 日最大 時間最大 日平均 日最大 時間最大 

計画汚水量 

（㎥／日） 

家庭 ― ８，６６８ ― ― ４，７２３ ― 

営業 ― ２，６００ ― ― １，４４３ ― 

観光 宿泊  725 

日帰り 876 

宿泊  526 

日帰り 779 

地下水 1,734 932 

工場 98 98 

計 14,701 8,501 

※営業用水率は、生活用水に占める営業用水の割合を示す。 

（出典）『三浦市公共下水道事業計画変更協議書』 
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２． 既存施設の概要  

（１） 東部浄化センター 

主要建築構造物 

表 B1-4 主要建築構造物一覧 

施設 施設の内容 

管理本館 

（沈砂池） 

鉄筋コンクリート造 １棟 

地上３階 地下１階 

築造年月 平成１０年３月 

建築面積 750.14 ㎡ 

延床面積 1,753.47㎡ 

地上 3階 30.47㎡ 

地上 2階 697.58㎡ 

地上 1階 688.03㎡ 

地下 1階 337.39㎡ 

沈砂池 １池 

受変電設備 １式 

汚水ポンプ ３台 

自家発電設備 １台 

水処理棟 

鉄筋コンクリート造 １棟 

地上１階 

 第１系列 1,552.91㎡ 

 第２系列 1,247.09㎡ 

最初沈殿池 ６池 

エアレーションタンク ３池 

最終沈殿池 ６池 

汚泥処理棟 

鉄筋コンクリート造 １棟 

地上２階 地下１階 

延床面積 1,330.65㎡ 

地上２階 436.40㎡ 

地上１階 500.81㎡ 

地下１階 393.44㎡ 

汚泥濃縮槽 ２池 

汚泥脱水機 ２台 



   

 

63 

 

水処理施設 

表 B1-5 水処理施設一覧 

施設 施設の内容 

沈砂池 
鉄筋コンクリート造 １池 

水面積負荷 約 1,800㎥/㎡/d 

主ポンプ 
水中汚水ポンプ ３台（うち１台は予備） 

5.9㎥／ｍｉｎ・台 

最初沈澱池 

鉄筋コンクリート造 ６池（8池） 

矩形一方向常流式 

水面積負荷 約 50㎥/㎡/d 

エアレーションタンク 
鉄筋コンクリート造 ３池（4池） 

 エアレーション時間 約 10h 

最終沈澱池 

鉄筋コンクリート造 ６池（8池） 

矩形一方向常流式 

水面積負荷 約 20㎥/㎡/d 

消毒設備 

塩素接触槽 

鉄筋コンクリート造 

 接触時間 約 20min 

送風機設備 
約 10 /min・台 

風量 約 20 /min・台 

用水設備  

 

汚泥処理施設 

表 B1-6 汚泥処理施設一覧 

施設 施設の内容 

汚泥貯留槽  

汚泥濃縮槽 

鉄筋コンクリート造 ２池 

重力式 

固形物負荷 約 40kg/㎡/日 

汚泥脱水機 

遠心脱水機 １台 

 10㎡/hr･台 

スクリュープレス脱水機 1台 

 216kg-ds/hr･台 
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ア. 電気設備 

表 B1-7 電気設備一覧 

施設 施設の内容 

受変電設備 
１式 

受電容量 6.6kV 

自家発電設備 
１台 

発電容量 約 750kVA 

 

イ. 脱臭設備 

表 B1-8 脱臭設備一覧 

施設 施設の内容 

脱臭設備  

 

（２） 金田中継センター：主要建築構造物 

ア. 機械設備 

表 B1-9 機械設備一覧 

施設 施設の内容 

上屋 

511.27㎡ 

地上２階 地下２階 

 地上２階 143.26㎡ 

 地上１階 143.26㎡ 

 地下１階 116.18㎡ 

 地下２階 108.57㎡ 

ゲート室 流入ゲート 

沈砂池 

ポンプ室 

細目自動除塵機 

強制給油装置 

ポンプ井攪拌機 

しさ脱水機 

揚砂機 

チェーンブロック 

ポンプ用 ２ｔ 

揚砂機用 １ｔ 

汚水ポンプ 
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汚水ポンプ用吐出弁 

脱臭機室 沈砂洗浄機 

給水ユニット IRGM 4.75LX 

活性炭吸着塔 

ミストセパレータ 

脱臭ファン 

自家発室 交流発電機 

自家発室吸気ファン 

自家発室排気ファン 

排気用換気扇 

 

（３） 管路施設 

表 B1-10 管路施設の概要 

施設 施設の内容 

全体延長 58,165m 

幹線管路施設 8,496m 
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別紙２ 関係法令 

 本事業の実施にあたっては、ＰＦＩ法のほか以下に示す関係法令、条例等を遵守す

るものとする。 

また、適用法令、適用基準等は、最新のものを採用すること。その他の制約につい

ては、『下水道維持管理指針２０１４年版』（日本下水道協会）、『下水道施設計

画・設計指針と解説２０１９年版』（日本下水道協会）等による。 

 

表 B2-1 関係法令一覧 その１ 

種類 法令等の名称 

法令 （1） 下水道の設置・管理の根拠となる法律（下水道法） 

（2） 廃棄物に係る法律（廃棄物の処理及び清掃に関する法律，肥料取締

法） 

（3） 公害対策に係る法律（環境基本法，水質汚濁防止法，騒音規制法，

振動規制法等） 

（4） 地方自治に係る法律（地方自治法，地方公営企業法） 

（5） 災害対策に係る法律（災害対策基本法，水防法，特定都市河川浸水

被害対策法） 

（6） 労働安全，労働条件に係る法律（健康保険法，労働基準法，労働者

災害補償保険法， 

（7） 労働安全衛生法，酸素欠乏症等防止規則，雇用保険法，職業安定

法，職業能力促進法，中小企業退職金共済法等） 

（8） 道路に係る法律（道路法，道路交通法） 

（9） 河川，海岸に係る法律（河川法，海岸法，港湾法） 

（10） 都市計画，建物に係る法律（都市計画法，建設業法，建築基準法

等） 

（11） 電気，電波に係る法律（電気事業法，電気工事士法，電気通信事業

法，電波法） 

（12） 消防に係る法律（消防法） 

（13） ガスに係る法律（高圧ガス保安法，ガス事業法） 

（14） 放射線，化学物質に係る法律（放射性同位元素等による放射線障害

の防止に関する法律等） 

（15） 地球温暖化に係る法律（地球温暖化対策の推進に関する法律等） 

（16） 水循環に係る法律（水循環基本法） 
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（17） 補助金に係る法律（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律） 

（18） 個人情報の保護に係る法律（個人情報の保護に関する法律） 

（19） その他の関連する法律，要綱，通知等 

条約 （20） 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼ

ル条約 

（21） その他の関連する条約 

 

表B2-2 関係法令一覧 その２ 

種類 法令等の名称 

条例 

（22） 三浦市下水道条例 

（23） 三浦市金銭会計規則 

（24） 三浦市景観条例 

（25） 三浦市火災予防条例 

（26） 三浦市まちづくり条例 

（27） 三浦市暴力団排除条例 

（28） 三浦市廃棄物の減量化，資源化及び適正処理に関する条例 

（29） 三浦市個人情報保護条例 

（30） 神奈川県土木工事共通仕様書 

（31） その他の関連する条例等（建築協定） 

参照すべ

き基準 

（32） 日本工業規格 

（33） その他の関連する規格等 

その他 

（34） 下水道施設計画・設計指針と解説２０１９年版（日本下水道協会） 

（35） 下水道維持管理指針２０１４年版（日本下水道協会） 

（36） 下水試験方法（日本下水道協会） 

（37） その他の関連する指針・仕様等 
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別紙３ 標準的耐用年数及び処分制限期間 
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別紙４ 改築計画の概要 

【東部浄化センター】 

表 B4-1機械設備一覧 

 

  

1 主流入ｹﾞｰﾄ №1流入ゲートユニット 平成9年 更新 令和9年

2 細目自動除塵機ユニット 平成9年 更新 令和9年

3 No.1し渣搬出機ユニット 平成9年 更新 令和9年

4 沈砂池設備活性炭吸着塔ユニット 平成9年 更新 令和9年

5 №1汚水ポンプユニット 平成9年 更新 令和9年

6 №2汚水ポンプユニット 平成9年 更新 令和9年

7 №3汚水ポンプユニット 平成12年 更新 令和12年

8 1系分配槽可動堰ユニット 平成12年 更新 令和12年

9 No.1-1初沈汚泥掻寄機ユニット 平成9年 更新 令和9年

10 №1-1散気装置ユニット 平成9年 更新 令和9年

11 №1-1終沈汚泥掻寄機ユニット 平成9年 更新 令和9年

12 No.1-2初沈汚泥掻寄機ユニット 平成10年 更新 令和10年

13 №1-5散気装置ユニット 平成10年 更新 令和20年

14 №1-2終沈汚泥掻寄機ユニット 平成10年 更新 令和10年

15 1系水処理設備活性炭吸着塔ユニット 平成9年 更新 令和9年

16 No.2-1初沈汚泥掻寄機ユニット 平成12年 更新 令和12年

17 №2-1散気装置ユニット 平成12年 更新 令和22年

18 №2-1終沈汚泥掻寄機ユニット 平成12年 更新 令和12年

19 2系水処理設備活性炭吸着塔ユニット 平成12年 更新 令和12年

20 №1初期用送風機ユニット 平成9年 更新 令和19年

21 №2初期用送風機ユニット 平成9年 更新 令和19年

22 №3送風機ユニット 平成12年 更新 令和22年

23 №1次亜塩注入ポンプユニット 平成9年 更新 令和9年

24 №3次亜塩注入ポンプユニット 平成12年 更新 令和2年

25 用水 砂ろ過装置ユニット 平成10年 更新 令和10年

26 汚泥濃縮 Ｎo.1重力濃縮槽汚泥掻寄機ユニット 平成10年 更新 令和10年

27 No.1汚泥脱水機ユニット 平成10年 更新 令和10年

28 ケ－キ搬出コンベヤユニット 平成10年 更新 令和10年

29 No.2汚泥脱水機ユニット 平成23年 更新 令和23年

30 汚泥処理設備活性炭吸着塔ユニット 平成10年 更新 令和10年

31 №1生物脱臭塔ユニット 平成10年 更新 令和10年

32 №2生物脱臭塔ユニット 平成10年 更新 令和10年

33 受変電ユニット-1 平成9年 更新 令和19年

34 受変電ユニット-2 平成9年 更新 令和19年

35 受変電ユニット-3 平成13年 更新 令和23年

36 受変電ユニット-4 平成10年 更新 令和20年

37 自家発 自家発電ﾕﾆｯﾄ 平成9年 更新 令和9年

38 制御電源ﾕﾆｯﾄ-1 平成9年 更新 令和9年

39 制御電源ﾕﾆｯﾄ-2 平成9年 更新 令和9年

40 監視制御ﾕﾆｯﾄ-1 平成9年 更新 令和9年

41 監視制御ﾕﾆｯﾄ-2 平成9年 更新 令和9年

42 監視制御ﾕﾆｯﾄ-3 平成10年 更新 令和10年

43 監視制御ﾕﾆｯﾄ-4 平成9年 更新 令和9年

汚泥脱水

汚泥脱臭

受変電

制御電源

沈砂池設備

水処理設備

監視制御

沈砂池・
汚水ポンプ

1系水処理

2系水処理

送風機

消毒
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年度別改築事業費（案） 

表 B4-2 年度別改築事業費の一覧 

期間 年度別事業費 

平成３０年度（２０１８年度）  

令和 元 年度（２０１９年度）  

令和 ２ 年度（２０２０年度）  

令和 ３ 年度（２０２１年度）  

令和 ４ 年度（２０２２年度）  

令和 ５ 年度（２０２３年度）  

令和 ６ 年度（２０２４年度）  

令和 ７ 年度（２０２５年度）  

令和 ８ 年度（２０２６年度）  

令和 ９ 年度（２０２７年度）  

令和１０年度（２０２８年度）  

令和１１年度（２０２９年度）  

令和１２年度（２０３０年度）  

令和１３年度（２０３１年度）  

令和１４年度（２０３２年度）  

令和１５年度（２０３３年度）  

令和１６年度（２０３４年度）  

令和１７年度（２０３５年度）  

令和１８年度（２０３６年度）  

令和１９年度（２０３７年度）  
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表 B4-3 ５年分改築事業費の合算値 

期間 事業費 

平成３０年度（２０１８年度）～令和４年度（２０２

２年度） 

 

令和５年度（２０２３年度）～令和９年度（２０２７

年度） 

 

令和１０年度（２０２８年度）～令和１４年度（２０

３２年度） 

 

令和１５年度（２０３３年度）～令和１９年度（２０

３７年度） 

 

合計  

（注）年度別改築事業費については，本書を更新した際に公表する予定である。 
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別紙５ 年間処理水量及び発生汚泥量の推移 

１. 年間処理水量の推移（東部浄化センター） 

表 B5-1 年間処理水量の推移（東部浄化センター） 

年度 処理水量（千㎥） 

平成１０年度 15 

平成１１年度 419 

平成１２年度 826 

平成１３年度 965 

平成１４年度 1,063 

平成１５年度 1,038 

平成１６年度 1,251 

平成１７年度 1,288 

平成１８年度 1,357 

平成１９年度 1,436 

平成２０年度 1,499 

平成２１年度 1,561 

平成２２年度 1,568 

平成２３年度 1,494 

平成２４年度 1､617 

平成２５年度 1,595 

平成２６年度 1,580 

平成２７年度 1,635 

令和 ２ 年度（推計） 1,581.25 

令和 ７ 年度（推計） 1,488.48 

令和１２年度（推計） 1,393.39 

令和１７年度（推計） 1,298.87 
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２. 汚泥処分量の推移（東部浄化センター） 

表 B5-2 汚泥処分量の推移（東部浄化センター） 

年度 汚泥処分量（ｔ） 

平成１０年度 0 

平成１１年度 215 

平成１２年度 545 

平成１３年度 692 

平成１４年度 841 

平成１５年度 921 

平成１６年度 1,074 

平成１７年度 1,185 

平成１８年度 1,300 

平成１９年度 1,213 

平成２０年度 1,256 

平成２１年度 1,262 

平成２２年度 1,337 

平成２３年度 1,089 

平成２４年度 1,281 

平成２５年度 1,381 

平成２６年度 1,312 

平成２７年度 1,349 

令和 ２ 年度（推計） 1,314.06 

令和 ７ 年度（推計） 1,236.96 

令和１２年度（推計） 1,157.94 

令和１７年度（推計） 1,079.40 

 

  

  



   

 

78 

 

別紙６ 設計条件 

平成２８年度～令和２５年度の予測（東部浄化センター） 

表 B6-1 将来の東部浄化センター 各種データ 

項目  

流入水量 

日最大 ㎥/日  

日最大 ㎥/日  

時間最大 ㎥/日  

SS 

流入水 mg/L  

初沈除去率   

二次処理除去

率 
 

 

初沈流出水 mg/L  

二次処理流出

水 
mg/L 

 

含水率 

初沈汚泥   

余剰汚泥   

重力濃縮汚泥   

機械濃縮汚泥   

脱水ケーキ   

回収率 

重力濃縮汚泥   

機械濃縮汚泥   

脱水ケーキ   

初沈汚泥 
固形物量 t/d  

汚泥量 ㎥/d  

余剰汚泥 
固形物量 t/d  

汚泥量 ㎥/d  

発生汚泥 
固形物量 t/d  

汚泥量 ㎥/d  

重力濃縮汚泥 
固形物量 t/d  

汚泥量 ㎥/d  

機械濃縮汚泥 
固形物量 t/d  

汚泥量 ㎥/d  

濃縮汚泥計 固形物量 t/d  
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汚泥量 ㎥/d  

脱水機薬注率    

脱水機投入汚

泥 

固形物量 t/d  

汚泥量 ㎥/d  

脱水ケーキ 
固形物量 t/d  

汚泥量 ㎥/d  

※汚泥量、固形物量は、日最大値を示している。 
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別紙７ 水質分析及び環境計測基準 

１. 水質 

（1） 分析項目 

表 B7-1 東部浄化センター各点の水質データ及び環境計測値 

項目 流入

水 

１系

初沈

処理

水 

２系

初沈

処理

水 

１系

曝気

混和

水 

２系

曝気

混和

水 

１系 

放流

水 

２系 

放流

水 

総放

流水 

水温 ◎ ● ● ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

概観 ◎   ◎ ◎   ◎ 

臭気 ◎       ◎ 

透視度 ◎ ● ●     ○ 

ｐＨ ◎ ● ● ○ ○ ○ ○ ◎ 

ＳＶ    ○ ○ ◎ ◎  

残留塩

素 

       ◎ 

全窒素        測定

装置 

全りん        測定

装置 

COD ● ● ●   ● ●  

BOD △ △ △   △ △  

SS ● ● ●   ● ●  

Ｍアル

カリ度 

 ● ● ○ ○    

検鏡試

験 

   ● ●    

MLSS    ● ●    

○：毎日実施 

◎：平日実施 

●：週１回実施 

△：月２回実施 
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（2） 水質試験方法 

表 B7-2 水質試験方法 

項目 測定方法 備考 

水温 簡易測定器  

概観 五感による確認  

臭気 五感による確認  

透視度 下水試験方法（１９９７）第２編

第２章第６節 

 

pH 簡易測定器  

SV 下水試験方法（１９９７）第２編

第２章第８節 

 

残留塩素 簡易測定器  

COD 下水試験方法（１９９７）第２編

第２章第２２節 

 

BOD 下水試験方法（１９９７）第２編

第２章第２１節 

ＤＯ測定は下水試験方法

（１９９７）第２編第２章

第１９節 

SS 下水試験方法（１９９７）第２編

第２章第１２節 

 

アルカリ度 下水試験方法（１９９７）第２編

第２章第１５節 

 

検鏡試験 

（生物試

験） 

下水試験方法（１９９７）第３編

第１章第３節 

 

MLSS 下水試験方法（１９９７）第２編

第３章第６節 

 

蒸発残留物 下水試験方法（１９９７）第２編

第４章第６節 

 

含水率 簡易測定器  
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（3） 水質試験項目 

ア. 試験項目及び数量採取箇所 

①法定試験（月２回実施、及び、月１回実施） 

②精密試験（年１回実施：冬） 

各試験の項目は 、下表のとおりで、数量は１地点１検体とする。 

イ. 試験方法 

水質汚濁防止法、下水道法に規定する試験方法とする。 

 

表 B7-3 流入水、放流水 水質データ 

項目 流入水 放流水 備考 

回／年 回／年 

カドミウム及びその化合物 1 2 △ ◎ 

シアン化合物 1 2 △ ◎ 

有機リン化合物 1 2 △ ◎ 

鉛及びその化合物 1 2 △ ◎ 

六価クロム化合物 1 2 △ ◎ 

砒素及びその化合物 1 2 △ ◎ 

水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合

物 

1 2 △ ◎ 

アルキル水銀化合物 1 2 △ ◎ 

PCB 1 2 △ ◎ 

トリクロロエチレン 1 2 △ ◎ 

テトラクロロエチレン 1 2 △ ◎ 

ジクロロメタン 1 2 △ ◎ 

四塩化炭素 1 2 △ ◎ 

１．２－ジクロロエタン 1 2 △ ◎ 

１・１－ジクロロエチレン 1 2 △ ◎ 

シス－１．２－ジクロロエチレン 1 2 △ ◎ 

１．１．１－トリクロロエタン 1 2 △ ◎ 

１．１．２－トリクロロエタン 1 2 △ ◎ 

１．３－ジクロロプロペン 1 2 △ ◎ 

チウラム 1 2 △ ◎ 

シマジン 1 2 △ ◎ 

チオベンカルブ 1 2 △ ◎ 

ベンゼン 1 2 △ ◎ 

セレン及びその化合物 1 2 △ ◎ 

ほう素及びその化合物 1 2 △ ◎ 

ふっ素及びその化合物 1 2 △ ◎ 

フェノール類含有量 1 2 △ ◎ 

銅含有量 1 2 △ ◎ 

亜鉛含有量 1 2 △ ◎ 

溶解性鉄含有量 1 2 △ ◎ 

溶解性マンガン含有量 1 2 △ ◎ 

クロム含有量 1 2 △ ◎ 

ダイオキシン類  1  ● 

ニッケル及びその化合物 1 24 △ ○ 
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項目 流入水 放流水 備考 

回／年 回／年 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸

化合物及び硝酸化合物 

1 24 △ ○ 

pH 4 24 □ ○ 

COD 4 24 □ ○ 

BOD 4 24 □ ○ 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱物油･動植物類) 4 24 □ ○ 

大腸菌群数 4 24 □ ○ 

全窒素 4 24 □ ○ 

全リン 4 24 □ ○ 

外観 4 24 □ ○ 

臭気 4 24 □ ○ 

水温 4 24 □ ○ 

有機性窒素 4 24 □ ○ 

アンモニア性窒素 4 24 □ ○ 

亜硝酸性窒素 4 24 □ ○ 

硝酸性窒素 4 24 □ ○ 

 

△ 流入水試験Ａ：流入水の重金属類は年１回実施（ダイオキシンを除

く） 

  ※流入水質を確認するため 

□ 流入水試験Ｂ：流入水の環境測定項目は年４回実施 

  ※流入水質を確認するため 

◎ 法定試験Ａ：放流水の重金属類は年２回実施（下水道法施行令第１

２条２項） 

● 法定試験Ｂ：放流水のダイオキシン類は年１回実施（下水道法施行

令第１２条１項） 

○ 法定試験Ｃ：月２回実施（ニッケル・アンモニアは法令に準ずる） 

（注）ニッケルは神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく 

 

２. 臭気 

下水臭の周辺への影響を把握するため、東部浄化センター及び金田中継セ

ンターで下記により実施する。 

回数：年１回、冬に実施 

数量：１地点１検体 

採取箇所：東部浄化センター及び金田中継センターの敷地境界 

測定方法：悪臭防止法等に規定する測定方法 

  



   

 

84 

 

 

３. 汚泥 

（1） 汚泥分析項目 

表 B7-4 各種汚泥の分析データ 

項目 
濃縮 

汚泥 

脱水 

ケー

キ 

ろ液 

１系

初沈

汚泥 

２系

初沈

汚泥 

１系

余剰

汚泥 

２系

余剰

汚泥 

１系

返送

汚泥 

２系

返送

汚泥 

水温 ●  ● ● ● ● ● ● ● 

pH ●  ● ● ● ● ● ● ● 

濃度 ●   ● ● ● ● ● ● 

強熱

減量 

         

蒸発 

残留

物 

  ●       

含水

率 

 ○        

SV        ● ● 

   ○：毎日実施 

   ●：週１回実施 

 

（2） 試験項目 

ア. 溶出試験（汚泥） 

表 B7-5 溶出試験データ（汚泥） 

溶出液調整料 

アルキル水銀化合物 

水銀又はその化合物 

カドミウム又はその化合物 

鉛又はその化合物 

有機りん化合物 

六価クロム化合物 

砒素又はその化合物 

シアン化合物 

ＰＣＢ 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

ジクロロメタン 

四塩化炭素 
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１．２－ジクロロエタン 

１．１－ジクロロエチレン 

シス－１．２－ジクロロエチレン 

１．１．１－トリクロロエタン 

１．１．２－トリクロロエタン 

１．３－ジクロロプロペン 

チウラム 

シマジン 

チオベンカルブ 

ベンゼン 

セレン又はその化合物 

六価クロム 

ひ素 

 

イ. 含有量試験（汚泥） 

表 B7-6 含有量試験データ（汚泥） 

砒素全量 

カドミウム全量 

クロム 

鉛 

水銀 

ニッケル 

ダイオキシン類 

 

ウ. 一般性状試験（含水率、pH、油分） 

回数：溶出試験及びダイオキシン類（含有量試験）は、年２回、

夏と冬に実施 

   その他の項目は、年１回、冬に実施 

数量：１地点１検体 

採取箇所：東部浄化センター汚泥処理棟 

検定方法：廃棄物処理及び清掃に関する法律等に規定する試験方

法 

（3） 沈砂試験 

ア. 溶出試験（沈砂） 

表 B7-7 沈砂試験データ（沈砂） 

溶出液調整料 

アルキル水銀化合物 

水銀又はその化合物 

カドミウム又はその化合物 

鉛又はその化合物 

有機りん化合物 

六価クロム化合物 

砒素又はその化合物 

シアン化合物 
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ＰＣＢ 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

ジクロロメタン 

四塩化炭素 

１．２－ジクロロエタン 

１．１－ジクロロエチレン 

シス－１．２－ジクロロエチレン 

１．１．１－トリクロロエタン 

１．１．２－トリクロロエタン 

１．３－ジクロロプロペン 

チウラム 

シマジン 

チオベンカルブ 

ベンゼン 

セレン又はその化合物 

六価クロム 

ひ素 

イ. 一般性状試験（沈砂）（pH、含水率） 

回数：すべての項目に対し年１回 

数量：１地点１検体 

採取箇所：東部浄化センター沈砂池機械室 

検定方法：廃棄物処理及び清掃に関する法律等に規定する試験方法 

 

（4） し渣試験 

ウ. 一般性状試験（し渣）（pH、含水率） 

回数：すべての項目に対し年１回 

数量：１地点１検体 

採取箇所：東部浄化センター沈砂池機械室 

検定方法：廃棄物処理及び清掃に関する法律等に規定する試験方法 
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別紙８ 業務着手時の提出書類 

表 B8-1 業務着手事 提出書類一覧 

提出書類名 提出部数 提出時期・記載事項等 

着手届 １ ・契約締結後速やかに提出すること。 

身分証明書発行申請

書 

１ ・契約締結後速やかに提出すること。 

・業務に従事する者の氏名及び生年月日を記載

すること。 

統括責任者，主任技

術者届，照査技術者

及びその他の技術者 

１ ・契約締結後速やかに提出すること。 

・また変更する場合も速やかに提出すること。 

酸素欠乏危険作業主

任者届 

１ ・契約締結後速やかに提出すること。 

・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

修了証の写しを添付すること。 

事業計画書 １ ・契約締結後速やかに提出すること。 

・記載内容は，要求水準書２．２に従うこと。 

再委託届 

※該当する場合 

１ ・業務の一部を再委託する場合に提出するこ

と。 

・次の事項を記載すること。 

①再委託先の名称 

②再委託の種類，期間，範囲等 

③再委託先に対する指導方法等 

④その他三浦市が指示する事項 

ポンプ場使用申請書 

※該当する場合 

１ ・契約締結後速やかに提出すること。 
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別紙９ 業務実施期間中の提出資料 

表 B9-1 業務実施期間中 提出資料一覧 

提出書類名 提出部数 提出時期・記載事項等 

事業全体計画書 １ ・契約締結後速やかに、履行期間中の計画につ

いて，別途協議のうえ提出すること。 

月間維持管理計画書 １ ・各月２５日までに、翌月の計画について提出

すること。 

月間業務報告書 １ ・各月５日までに、提出すること。 

・業務ごとに、実施した作業の内容、進捗状況

等について記載すること。 

打合せ議事録 １ ・打合せの都度、提出すること。 

作業日報 １ ・日々、提出すること。 

週間業務予定表 

（週間工程表） 

１ ・原則、前週の木曜日までに提出すること。但

し、提出する週の木曜日又は金曜日が休日の場

合は、水曜日までに提出すること。 

資料・物品貸与申請

書 

１ ・資料及び物品を借用するにあたって提出する

こと。 

緊急連絡表 １ ・夏期休暇、年末年始休暇及び大型連休を迎え

るにあたって提出すること。 

各種届出書の写し １ ・法令に基づき、官公署へ届け出た文書の写し

を提出すること。 
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別紙１０ 業務完了時の提出図書 

ア. 維持管理計画及び月間維持管理計画策定業務 

表 B10-1 業務完了時 提出書類一覧 

提出図書名 仕様 部数 

維持管理計画書 Ａ４版製本 必要部数 

月間維持管理計画

書 

Ａ４版製本 必要部数 

維持管理計画図 原図一式・白焼 原図：１部 

白焼き：必要部数 

その他必要資料 Ａ４番製本 ２部 

打合せ議事録 Ａ４版製本 ２部 

上記図書の電子デ

ータ 

ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ １式 

 

イ. 計画的維持管理業務 

表 B10-2 業務終了後 提出書類一覧（計画的維持管理項目） 

提出図書名 提出部数 提出時期・記載事項等 

点検・調査等業

務報告書 

２ ・ 業務終了後，速やかに提出すること。 

・ 作成にあたっては，別紙の点検・調査業

務報告書作成要領を参照すること。 

清掃業務報告書 ２ ・ 業務終了後，速やかに提出すること。 

・ 作業記録写真を含めること。 

住民対応・事故

対応業務報告書 

２ ・ 業務終了後，速やかに提出すること。 

完了届 ２ ・ 毎年３月末日までに提出すること。 

年間業務報告書 ２ ・ 毎年３月末日までに提出すること。 

・ 月間業務報告書を取りまとめ，各種業務

を横断的にした効率化を図れる対策案・考

察を加えること。 

支払請求書及び

明細書 

２ ・ 毎年３月末までに提出すること。 
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ウ. 日常的維持管理業務 

表 B10-3 業務終了後 提出書類一覧（日常的維持管理項目） 

提出図書名 提出部数 提出時期・記載事項等 

住民対応・事故

対応報告書 

２ ・ 業務終了後，速やかに提出すること。 

災害対応業務報

告書 

２ ・ 業務終了後，速やかに提出すること。 

・ 作業記録写真を含めること。 

 必要部数 ・ 業務終了後，速やかに提出すること。 

・ 各種業務の結果，過去に行われた国土交

通省の業務成果を貸与するのでそれを踏ま

え，三浦市の維持管理の一層の効率化に資

する提言を含めること。 

完了届 ２ ・ 毎年３月末日までに提出すること。 

 

エ. 共通業務 

表 B10-4 業務終了後 提出書類一覧（共通業務書類） 

提出図書名 A4版 提出時期・記載事項等 

その他参考資料 ２ ・業務終了後，速やかに提出すること。 

・２部 

打合せ議事録 ２ ・業務終了後，速やかに提出すること。 

・２部 

上記図書の電子

成果品 

必要部数 ・業務終了後，速やかに提出すること。 

・一式 

 

オ. その他計画策定業務 

その他計画策定業務については，別紙において記載している内容と市によ

る指示によるものとする。 
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別紙１１ 業務実施体制 

 

（1） 運営権者は、契約締結後、速やかに次に掲げる統括責任者、主任技術

者、照査技術者及び担当者を配置すること。 

（2） 市に精通しているとともに、迅速かつ確実に現場に到達できること。 

（3） 三浦市下水道条例で定められた指定工事店及び責任技術者として登録

されたものが含まれているものとする。 

（4） 三浦市に本店、支店又は営業所を有する民間事業者を共同企業体もし

くは再委託先に含まなければならない。 
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別紙１２ 準備機材 

表 B12-1 準備機材一覧 

機材名 用途 
業務事務所等への

常備 

高圧洗浄車・強力吸

引車 

テレビカメラ調査に際しての管路施設

内洗浄等に使用 

不要 

本管用テレビカメラ 自走式テレビカメラ搭載車，本管のテ

レビカメラ調査に使用 

不要 

取付管用テレビカメ

ラ・高圧洗浄機，清

掃機器一式 

取付管のテレビカメラ調査等に使用 必要 

作業車両 点検・調査業務における巡視・点検等

に使用 

必要 

酸素濃度等測定器 管路施設，マンホール内等の作業に際

して使用 

必要 

扇風機・送風機 点検・調査業務，緊急時対応業務等に

使用 

必要 

 

※上記機材の使用に必要な燃料、消耗品等の他、業務事務所の運営に必要となる

備品等を含む。 

※隣接市町村における同様の業務にて使用する機材を充てることも可能とする。 

※常備が必要なものに関しては、必要な場合には迅速に対応できる配備とする。 
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別紙１３ 参考図書 

 

(1) 三浦市下水道標準構造図 

(2) ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引

き(案)（国土交通省） 

(3) 下水道施設改築・修繕マニュアル(案) （日本下水道協会） 

(4) 下水道施設維持管理積算要領－管路施設編－（日本下水道協会） 

(5) 下水道施設維持管理積算要領－終末処理場、ポンプ場施設編－（日本下水道

協会） 

(6) 下水道施設計画設計指針と解説（日本下水道協会） 

(7) 下水道維持管理指針（日本下水道協会） 

(8) 下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会） 

(9) 下水道の地震対策マニュアル（日本下水道協会） 

(10) 管更生の手引き(案) （日本下水道協会） 

(11) 下水道管きょ改築等の工法選定の手引き(案) （日本下水道協会） 

(12) 下水道管路施設腐食対策の手引き(案) （日本下水道協会） 

(13) 下水道管路施設テレビカメラ調査マニュアル(案) （日本下水道協会） 

(14) 水理公式集（土木学会） 

(15) コンクリート標準示方書（土木学会） 

(16) 日本工業規格（JIS） 

(17) 日本下水道協会規格（JSWAS） 

(18) 道路橋示方書・同解説（日本道路協会） 

(19) 土木工学ハンドブック（土木学会） 

(20) 土質工学ハンドブック（土質工学会） 

(21) 都市・地域整備局所管補助事業実務必携（国土交通省） 

(22) 水門鉄管技術基準（水門鉄管協会） 

(23) 港湾構造物設計技術基準（日本港湾協会） 

(24) 道路構造令、同解説と運用（国土交通省、日本道路協会） 

(25) 下水道管路維持管理計画の策定に関する指針（JIS A 7501：2013）（日本規

格協会） 

(26) 下水道管路施設の緊急点検実施マニュアル(案) （日本下水道協会） 

(27) 下水道管路施設維持管理マニュアル（日本下水道管路管理業協会） 

(28) 下水道管路施設維持管理積算資料（日本下水道管路管理業協会） 
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(29) 下水道管路改築・修繕事業技術資料～調査から施工管理まで～（日本下水道

新技術機構） 

(30) 管きょ更生工法の品質管理技術資料（日本下水道新技術機構） 

(31) 管きょ更生工法(二層構造管)技術資料（日本下水道新技術機構） 

(32) マンホールの改築及び修繕に関する設計の手引き(案) （日本下水道管路管

理業協会） 

(33) 管きょの修繕に関する手引き(案) （日本下水道管路管理業協会） 

(34) 取付管の更生工法による設計の手引き(案) （日本下水道管路管理業協会） 

(35) 下水道管路施設改築・修繕に関するコンサルティング・マニュアル(案)  

（管路診断コンサルタント協会） 

(36) 下水道管きょ改築・修繕にかかる調査・診断・設計実務必携 

（管路診断コンサルタント協会編集（経済調査会）） 

(37) 管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(案) （日本下水道協

会） 

(38) マンホールの蓋等の取替に関する設計の手引き(案) （日本下水道管路管理

業協会） 

(39) 下水道事業における費用効果分析マニュアル(案) （日本下水道協会） 

(40) 効率的な汚水処理施設整備のための都道府県マニュアル(案) （日本下水道

協会） 

(41)下水道のストックマネジメント実施に関するガイドライン（国土交通省） 
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別紙１４ 貸与資料リスト 

 

(1) 三浦市下水道管理調書（総括調書） 

(2) 三浦市下水道管理調書（管渠延長調書） 

(3) 三浦市下水道管理調書（マンホール・ます調書） 

(4) 施工年度・管径別 マンホール区間延長及びます個数 
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別紙１５ 業務移行期間の実施方法等 

 

業務移行期間における具体的な内容・実施方法等は、以下に示すとおりとする。

なお、移行期間において、運営権者が実施する内容・方法などに不備若しくは未完

成の部分が生じた場合でも、これを以て、この契約上で運営権者が負うべき責任を

免れることはできない。 

 

１. 実施計画 

（1） 引継ぎ方法 

① 移行期間における引継ぎは運営権者の負担により、市又は市の指

定する第三者に対して実施するものとする。 

② 運営権者は事業着手前に、前運営権者若しくは三浦市より本事業

に係る引継ぎを受けるものとする。 

（2） 実施計画 

① 運営権者は履行期限 40日前までに、業務引継ぎに係る実施計画

書を作成し、委託者に提出すること。 

② 三浦市と運営権者は、運営権者が提出した実施計画書について

10日以内に検討・協議し実施内容を決定する。 

③ 実施計画書に変更があるときは、変更当事者が速やかに相手方に

通知すること。 

 

２. 実施内容 

（1） 本件施設の特性の把握 

① 業務事務所及び備品等の利用方法の把握 

② 下水道台帳及び現地確認等による本件施設の位置等の把握 

③ 過去の異常内容や発生頻度、異常時の対応措置等の把握 

④ データベース等保管情報の運用方法についての把握 

⑤ その他三浦市又は運営権者が必要とする事項 

（2） 業務実施に関する書類等の作成方法 

① 運営期間における維持管理計画書の作成方法。 

② 月間維持管理計画書の作成方法 

③ 業務報告に関する書式の作成方法 

④ 緊急時対応などに関するマニュアルの作成方法 
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⑤ その他三浦市又は運営権者が必要とする事項 

 

３. その他 

移行期間の実施にあたって疑義ある場合は、三浦市及び運営権者は相互に

協力し合い誠意を持ってこれを解決するものとする。 
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別紙１６ 業務位置図 

別添地図を参照のこと。 
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別紙１７ 健全度調査要領及び評価基準 

１． 健全度調査要領 

調査対象設備の調査にあたっては、現地目視調査等により現時点の健全度を算出す

る。調査には、精度向上を図るため、必要に応じて振動等の測定・解析に加えて、定

期点検（水抜き調査、分解点検含む）や法定点検・緊急点検の結果を活用すること。 

調査の実施に当たり、対象設備ごとに調査単位、調査方法を設定する必要がある。

これらの設定にあたっては、以下に準じること。 

調査対象については、状態監視保全資産とすることが一般的であるが、本健全度調

査要領では、時間計画保全資産についても含め、予防保全資産を調査対象とする。 

対策により期待される使用年数を考慮し、ライフサイクルコスト比較を行う。長寿

命化対策の対象とする部品の範囲については、主要部品の健全度のみならず、対象設

備の機能を維持するために必要となる一体的な範囲を考慮し決定することが望まし

い。 

調査単位 

予防保全資産びついては、原則、長寿命化対策対象設備は主要部品単位、長寿命化

対策検討対象外設備は設備単位で調査を行うこと。 

調査方法 

１）目視による調査方法 

調査項目として「発錆、腐食」、「変形、亀裂、損傷」、「摩耗」等が該当する。 

下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドラインでは、劣化状況を数

値化し改築の必要性を判断するための指標として、健全度を使用する。以下に設備単

位の健全度及び主要部品単位の健全度の設定について定義を示す。 

表 B17-1 設備単位の健全度 

  



   

 

100 

 

表 B17-2 主要部品単位の健全度 

２）測定による調査方法 
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表B17-3 動作状況等の健全度算出基準 
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図B17-1 経過年数による健全度の例 

２．健全度の評価基準 

設備単位の健全度評価は、設定した調査判定項目と判定内容から、目視等により

現在の状態を調査判定区分に従い評価する。このとき、調査判定項目別に評価され

た判定結果を用いて、設備単位における劣化状況を総合的に評価し、健全度を算出

する。次に、得られた健全度から措置方法を決定する。 
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表B17-4 設備単位の健全度 
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別紙１８ ストックマネジメント計画における点検・調査計画の方針 

 

1. 土木・建築施設、建築付帯 

 

① 点検について 

(ア) 状態監視保全資産 

 対象資産は、「躯体」、「付帯設備（防食、防食環境下にある簡易覆蓋）」、

「外装」、「防水」、「外部建具」である。 

 点検頻度は、5 年に 1 回とし、表面のはがれやひび割れ、損傷の有無の点検を行

う（10 年を経過した「防食」は年に 1 回の点検）。 

 これらの点検は、継続することが重要であることから専門調査委員に限らず、一

般職員レベルで確認ができる点検内容とする（仮設換気ファンや濃度計を用いる

「防食」の定期点検は除く）。 

 

(イ) 時間計画保全資産 

 対象資産は、「ガス設備・ガス給湯器・ガス管」、「避雷針」、「接地端子

箱」、「消火災害防止設備」である。 

 基本的に定期的な巡視点検を行うほか、法定点検により、異常の有無を確認す

る。 

 

(ウ) 事後保全資産 

 処理機能への影響が低い資産を対象とする。 

 事後保全資産は、巡視等における不具合の把握程度とする。 

 

② 調査について 

(ア) 調査の対象 

 調査は、点検によって異常有りと診断された資産や計画的な改築を目的とした状

態監視保全資産を対象に行う。 

 

(イ) 調査を行う目安 

 状態監視保全資産の資産数が多く、毎年全ての資産を調査することは経済的にも

労力的にも下水道事業の運営を圧迫することになることから非効率的である。 
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 一方で、設置 10 年未満の資産や標準耐用年数未満の資産については、資産の著

しい劣化は見受けられない。 

以上のことから、ストックマネジメントにおいては調査対象資産を絞り込んで計画

的に調査することが望ましい。 
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2. 機械・電気設備（プラント設備） 

 

① 点検について 

下水道施設は高度経済成長期に急速に整備が進められており、現在その膨大なスト

ックが日々劣化しているものの、平常時においても緊急時においても適切に能力を発

揮できるよう整備しておく必要がある。 

このような事から、ストックマネジメントにおける点検はどの管理区分にかかわら

ず、全ての資産を対象に実施する。 

 

市では日常点検として毎日全ての設備について目視により行っており、点検内容に

ついても点検項目を定めている。 

したがって、設備の異常やその兆候の確認行為は、基本的に現状行っている点検内

容に沿った点検を継続して行うものとする。 

 

なお日常点検に加えて、定期点検などにより設備の部品単位の確認を行っているた

め、点検の情報として十分に活用できる。 

したがって、日常点検報告書と同様に年次点検報告書も点検の情報源として、設備

の異常又はその兆候の確認を行う。 

 

② 調査について 

調査は、状態監視保全設備を対象とし、主要部品単位での劣化状態の確認や水槽の

水抜き及び吊上げ、分解調査等により行う。 

そのため、調査人員・時間・コストが多くかかることから、調査対象施設・設備を

選定する必要がある。 

 

調査の対象設備は、主に以下の 2つの項目から選定した設備を対象とする。 

 （第 1 期）修繕・改築計画で対象となる設備 

リスク評価を反映した改築シナリオ検討から、優先度の高い設備で今期（第 1 

期）修繕・改築計画（H31～H35 年度）にて対象となる設備 

 

 分解調査（メーカー委託）が必要な設備 

現地または工場持ち帰りによる分解調査（メーカー委託）が必要な設備で、定

期的に分解調査を実施することが望ましい設備 
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別紙１９ 資産の管理方法区分（予防保全・事後保全） 

点検・調査計画策定のための各資産の管理方法区分を以下に示す。 

表 B19-1 資産の管理方法区分（土木） 
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表 B19-2 資産の管理方法区分（建築） 

 

表 B19-3 資産の管理方法区分（建築機械・建築電気） 
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表 B19-4 資産の管理方法区分（機械設備） 
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別紙２０ ストックマネジメント計画における改築方針 

 

改築する資産の改築方針を以下に示す。 

(1) 機械設備改築方針 
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(2) 電気設備改築方針 
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(3) 土木・建築改築方針（案） 

 

① 防水仕上げ 

 産業廃棄物発生の削減、機能性や経済性より総合的な見地から改築方法の検討を

行う。 

 

② 外装（壁）管理本館 

 21 年経過した他建物の外装の劣化状況が顕著でないことよりその実績から単純更

新とはせず、経済性を考慮した工法を選定する。 

 

③ 換気・空調設備 

 下水処理機能の動力源である電気盤、コントロールセンタを保護するため、近年

の外気温上昇（地球温暖化）を考慮した排熱処理対策を講じる。 

 

④ その他の建築付帯設備 

 その他として、内部仕上げ、建具、金属物（笠木、手摺、タラップ等）がある。 

 現場状況を調査して決定すること。 

 

⑤ 管路施設 

 管渠の改築方針は、『更生工法』と『布設替え工法』に大別され、更生工法は

『自立管』、『複合管』及び『二層構造管』に分類される。 

 改築工法は、『ガイドライン』に従い、既設管の状況、流下能力の確保、現場条

件及び経済性を勘案して選定を行う。 

 なお、改築と判定されたスパンは、全てスクリーニング調査の結果による判定で

あるため、改築を実施するためには、詳細調査が必要となる。 

 スクリーニング調査の結果により、改築方法の検討を行い、詳細調査の結果に応

じて改築方法については見直しを行うこととする。 
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別紙２１ 改築の実施時期と費用 

三浦市が策定したストックマネジメント計画における改築対象資産の改築実施時期と費用は以下に示すとおり。 

表 B21-1 改築資産の実施時期及び費用の一覧 

 

 



   

 

115 

 

参考資料 ストックマネジメント計画に基づく長期見通し 

 

参考資料として、今後更新業務の中心となる機械・電気施設について、ストックマ

ネジメント計画の各種シナリオに基づく長期見通しについて検討結果を示す。 

検討に当たっては、処理場・ポンプ場・マンホールポンプの機械・電気施設に関

し、表１に示す各種シナリオについて比較検討した。 

 

表 １ シナリオの種類と選定結果 

 シナリオの内容 評価 選定結果 

標準耐用年数案 

（シナリオ 1） 

主機が標準耐用年数を経

過した時点で改築を行う。 × 

健全度が高いが、改築費

が膨大である。 

改築費：381億円/100年 

実績改築投資額

案 

（シナリオ 2） 

第 1期社会資本整備総合

計画の改築費を基にした改

築費 0.69億のみの改築を

行う。 

 

× 

改築費は、最も抑えられ

るものの、健全度 1が発生

し、処理場として機能を維

持できない。 

改築費：69億円/100年 

機能限界更新案 

（シナリオ 3） 

主機が健全度 2.0（機能

回復が困難）に達した時点

で、予算制約を設けずに改

築を行う。 

× 

シナリオ 1に比べ、健全

度は低いが、改築費を抑え

ることができる。       

改築費：252億円/100年 

長寿命化案 

（シナリオ 4） 

主機が健全度 3.0(機能

回復が可能)を下回る年に

修繕・長寿命化対策を行

い、部品供給停止年に達し

た後は、健全度 2.0に達し

た時点で改築を行う。 

〇 

安定した健全度を維持す

ることができ、改築費も他

のシナリオと比較して抑え

ることができる。      

改築費：188億円/100年 

長寿命化案 

（平準化２億） 

(シナリオ 4´） 

長寿命化案（シナリオ

4）に改築費 2億円/年の予

算制約を設け改築費を平準

化する。（健全度 1.1にな

る場合は、予算制約にかか

わらず強制的に改築） 

◎ 

安定した健全度を維持し

つつ、単年度で突出する改

築費を極力抑えることがで

きる。 

改築費：164億円/100年 
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三浦市の財政状況を踏まえると、できるだけ少ない改築費の投資で安定した健全度

を維持することができ、かつ改築費の平準化により財政負担の軽減が期待できるシナ

リオ 4´を最適シナリオとする。検討結果を次ページ以降に示す。 

 

表 11 設備単位の健全度 

健全度 運転状態 措置方法 

5 

(5.0～4.1) 

装置当初の状態で、運転上、機能上問題ない。 措置は不要 

4 

(4.0～3.1) 

設備として安定運転ができ、機能上問題ないが、劣化の兆

候が現れ始めた状態。 

措置は不要 

消耗部品交換等 

3 

(3.0～2.1) 

設備として劣化が進行しているが、機能は確保できる状

態。 

機能回復が可能。 

長寿命化対策や修

繕により機能回復

する 

２ 

(2.0～1.1) 

設備として機能が発揮できない状態、または、いつ機能停

止してもおかしくない状態。 

機能回復が困難。 

機密調査や設備の

更新等、大きな措

置が必要 

1  動かない。 

機能が停止している状態。 

ただちに設備更新

が必要 

 

  



   

 

117 

 

 

 

 

図１ シナリオ 1における健全度推移 

 

図２ シナリオ２における健全度推移 

 

 

図３ シナリオ 3における健全度推移 
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図４ シナリオ 4における健全度推移 

 

図５ シナリオ 4´における健全度推移（最適シナリオ） 
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